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原 議 保 存 期 間 1 0 年

（平成35年３月31日まで）

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 規 発 第 8 6 号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 平 成 2 4 年1 2 月 ４ 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁交通局交通規制課長

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び

道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴

取に関する命令の施行に伴う交通警察の対応について（通達）

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号。以下「法」とい

う。別添１）が本日施行されることに伴い、都市の低炭素化の促進に関する法

律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る

都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令（平成24年内閣府令・国土交通

省令第３号。以下「命令」という。別添２）が本年12月３日に公布され、本日

施行された。

命令の概要、運用上の留意事項等については、国土交通省と協議を行い、下

記のとおりとすることとしたので、対応に遺憾のないようにされたい。

また、法の概要等については、「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行

に伴う交通警察の対応について（通達）」（平成24年12月４日付け警察庁丁規

発第85号）を参照されたい。

なお、国土交通省自動車局旅客課長から各地方運輸局自動車交通部長等に対

して「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び

道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関

する命令の施行に伴う運用上の留意事項について（通達）」（平成24年12月４

日付け国自旅第354号。別添３）が発出されているので、参考までに添付する。

記

１ 経緯

法は、都市の低炭素化を図るため、低炭素まちづくり計画の作成及びこれ

に基づく特別の措置等について定めているところ、法第25条から第27条まで

及び法第28条から第30条までにおいて、軌道利便増進事業又は道路運送利便

増進実施事業を実施しようとする者が、軌道利便増進実施計画又は道路運送

利便増進実施計画について国土交通大臣の認定を受けた場合、当該軌道利便

増進事業等については軌道法（大正10年法律第76号）又は道路運送法（昭和

26年法律第183号）上の手続の一部を行ったものとみなす特例が設けられて



- 2 -

いる。ここで、法第26条第５項及び第29条第４項において、都道府県公安委

員会（以下「公安委員会」という。）の意見を聴取する方法及び公安委員会

の意見を聴く必要がない場合について国土交通省令・内閣府令で定めること

とされたものである。

２ 命令の概要

(1) 第１条関係（都道府県公安委員会への書面の送付）

国土交通大臣（法第61条の規定により権限が地方支分部局の長に委任さ

れた場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。）は、軌道利便増

進実施計画又は道路運送利便増進計画の認定の申請があった場合には、遅

滞なく、軌道利便増進事業を実施する区域又は道路運送利便増進事業を実

施する区域を管轄する都道府県公安委員会（以下「関係公安委員会」とい

う。）に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、書面の送付に

より意見を求めることとされた。

(2) 第２条関係（意見の提出）

公安委員会は、(1)の書面の送付を受けたときは、原則として、20日以

内（道路運送利便増進実施計画に定められた道路運送利便増進事業の内容

に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれ、その運行の態様が路線不定期運

行のみである場合は、14日以内）に、国土交通大臣に対し、意見を提出す

ることとされた。

(3) 第３条関係（意見を聴く必要がない場合）

国土交通大臣が軌道利便増進実施計画又は道路運送利便増進実施計画を

認定するに当たり、公安委員会の意見を聴く必要がない場合として、以下

の場合が定められた。

ア 軌道利便増進実施計画

線路及び停留場の使用の廃止に伴い同一の線路及び停留場の位置に

より運行しようとする場合

イ 道路運送利便増進実施計画

(ｱ) 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合

(ｲ) 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれ、その運行の態様

が区域運行のみである場合。

(ｳ) 設定し、又は変更しようとする路線において、道路交通法（昭和35

年法律第105号）第３条に規定する普通自動車である事業用自動車の

みを使用する場合

(ｴ) 設定し、又は変更しようとする路線及び停留所の位置が、認定申請

の時点で運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線



- 3 -

及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴

い同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合

(4) 第４条関係（都道府県公安委員会への通知）

国土交通大臣は、関係公安委員会から(2)の意見の提出を受けた認定申

請について、認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内

容を当該関係公安委員会に対して通知することとされた。

(5) 第５条関係（軌道利便増進実施計画等の変更の認定）

第１条から第４条までの規定は、軌道利便増進実施計画の変更及び道路

運送利便増進実施計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用

するものとされた。

３ 運用上の留意事項

(1) 意見の聴取に係る書面の送付元

命令第１条に規定する国土交通大臣の道路運送利便増進実施計画の認定

に係る権限は、法第61条及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

（平成24年国土交通省令第86号。別添４）第47条に基づき、地方運輸局長

に委任されていることから、道路運送利便増進実施計画については、公安

委員会への意見の聴取に係る書面の送付は地方運輸局長から行われること

となる。

(2) 路線が二以上の公安委員会又は二以上の管区警察局の管轄区域にわたる

場合の取扱い

事業内容に含まれる旅客軌道事業又は一般乗合旅客自動車運送事業に係

る路線が二以上の公安委員会又は二以上の管区警察局の管轄区域にわたる

場合には、国土交通大臣からの意見の聴取に係る書面の送付及び公安委員

会の意見の提出は、管区警察局（二以上の公安委員会に東京都公安委員会

又は北海道公安委員会が含まれる場合は、これと隣接する管区警察局）の

長を経由して行うこととしたので、当該管区警察局の長は、管内の公安委

員会間の必要な調整を行うこと。

(3) 公安委員会の意見を聴く必要がある場合

命令に基づき国土交通大臣が公安委員会の意見を聴く必要がある場合

は、以下の場合である。

ア 軌道利便増進実施計画（法第26条第５号関係）

旅客軌道事業に係る線路、停留場及び車庫の位置を設定する場合

イ 道路運送利便増進実施計画（法第29条第４項関係）

(ｱ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線、停留所、自動車車庫及び

待避所（引返し場所を含む。以下同じ。）の位置を設定し、又は変更
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する場合

(ｲ) 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車の長さ又は幅を

増加（道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第55条

に基づく基準緩和車両に該当することとなる場合に限る。）させる場合

(ｳ) 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車を道路交通法

（昭和35年法律第105号）第３条に規定する普通自動車から大型自動

車又は中型自動車に変更する場合

(4) 公安委員会の意見の提出

ア 軌道利便増進実施計画について

公安委員会は、意見の提出に当たっては、以下の事項等を勘案した上

で、交通の円滑を図る観点から総合的に検討し、書面により、必要な意

見（交通の円滑を図るため、公安委員会等において行うべき必要な措置

があるときは、当該措置及びこれに要する予定期間も記載すること。）

を国土交通大臣に対して提出すること。

(ｱ) 旅客軌道事業に係る経路の交通量、交通規制の実施状況

(ｲ) 旅客軌道事業に係る停留場及び車庫の位置の適否

イ 道路運送利便増進実施計画について

公安委員会は、道路運送利便増進実施計画に係る意見の提出に当たっ

ては、以下の事項等を勘案した上で、道路における危険の防止その他の

交通の安全と円滑を図る観点から総合的に検討し、書面により、必要な

意見（交通の安全と円滑を図るため、公安委員会等において行うべき必

要な措置があるときは、当該措置及びこれに要する予定期間も記載する

こと。）を国土交通大臣に対して提出すること。

(ｱ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路の交通量、交通規制の状況

及び交通事故の発生状況

(ｲ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路における交通上危険な箇所

の有無

(ｳ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所、自動車車庫及び待避所

の位置の適否
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都
市
の
低
炭
素
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の
促
進
に
関
す
る
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律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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名

御
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平
成
二
十
四
年
九
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

法
律
第
八
十
四
号

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

基
本
方
針
等
（
第
三
条
e

第
六
条
）

第
三
章

低
炭
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ま
ち
づ
く
り
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置

第
一
節

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
等
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
二
節

集
約
都
市
開
発
事
業
等
（
第
九
条
e

第
二
十
条
）

第
三
節

共
通
乗
車
船
券
等

第
一
款

共
通
乗
車
船
券
（
第
二
十
一
条
）

第
二
款

鉄
道
利
便
増
進
事
業
（
第
二
十
二
条
e

第
二
十
四
条
）

第
三
款

軌
道
利
便
増
進
事
業
（
第
二
十
五
条
e

第
二
十
七
条
）

第
四
款

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
条
）

第
五
款

報
告
の
徴
収
（
第
三
十
一
条
）

œ›
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第
四
節

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
第
三
十
二
条
e

第
三
十
七
条
）

第
五
節

樹
木
等
管
理
協
定
等
（
第
三
十
八
条
e

第
四
十
六
条
）

第
六
節

下
水
道
施
設
か
ら
の
下
水
の
取
水
等
に
係
る
特
例
等
（
第
四
十
七
条
e

第
四
十
九
条
）

第
七
節

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
援
助
等
（
第
五
十
条
e

第
五
十
二
条
）

第
四
章

低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
措
置
（
第
五
十
三
条
e

第
六
十
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
六
十
一
条
・
第
六
十
二
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
六
十
三
条
e

第
六
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
相
当
部
分
が
都
市
に
お

い
て
発
生
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
に
つ

い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
よ
る
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
特
別
の
措
置
並
び

に
低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
と
相
ま
っ
て
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
都
市
の
健
全
な
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
都
市
の
低
炭
素
化
」
と
は
、
都
市
に
お
け
る
社
会
経
済
活
動
そ
の
他
の
活
動
に
伴
っ

て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
抑
制
し
、
並
び
に
そ
の
吸
収
作
用
を
保
全
し
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
と
は
、
市
町
村
が
作
成
す
る
都
市
の
低
炭
素
化
を
促
進
す
る

た
め
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
計
画
で
あ
っ
て
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
低
炭
素
建
築
物
」
と
は
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
第

五
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
（
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
基
づ
き
新
築
又
は
増
築
、
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
若
し
く
は
空
気
調

和
設
備
そ
の
他
の
建
築
設
備
の
設
置
若
し
く
は
改
修
が
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
二
章

基
本
方
針
等

（
基
本
方
針
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項

二

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た
め
に
政
府
が
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

三

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四

低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

五

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
効
果
に
つ
い
て
の
評
価
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項

３

基
本
方
針
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
国
の
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関

の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
四
条

国
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

国
は
、
市
街
地
の
整
備
改
善
、
住
宅
の
整
備
そ
の
他
の
都
市
機
能
の
維
持
又
は
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
係
る

施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
機
能
の
集
約
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
、
都
市
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
が
行
う
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
取
組
の
た
め
に
必
要
と
な
る
情

報
の
収
集
及
び
提
供
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を

深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
五
条

地
方
公
共
団
体
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地

方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
六
条

事
業
者
は
、
土
地
の
利
用
、
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
関
し
、
都
市
の
低
炭
素
化
に
自

ら
努
め
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置

第
一
節

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
等

（
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
）

第
七
条

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
区
域
（
都
市
計
画

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
の
区
域
（
同
項
に
規
定
す
る
区
域
区

分
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
に
あ
っ
て
は
、
同

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
。
第
五
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
「
市
街
化
区
域
等
」
と
い
う
。）に
限
る
。）で
あ
っ
て
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進

す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
は
、
そ
の
区
域
（
以
下
「
計
画
区
域
」
と
い
う
。）を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
目
標

二

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

都
市
機
能
の
集
約
（
計
画
区
域
外
か
ら
計
画
区
域
内
に
都
市
機
能
を
集
約
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

を
図
る
た
め
の
拠
点
と
な
る
地
域
の
整
備
そ
の
他
都
市
機
能
の
配
置
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項

ロ

公
共
交
通
機
関
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

ハ

貨
物
の
運
送
の
共
同
化
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

ニ

緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項

ホ

下
水
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
下
水
を
い
う
。
次
項

第
五
号
イ
及
び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
熱
源
と
す
る
熱
、
太
陽
光
そ
の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
利
用
又
は
化
石
燃
料
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
施
設
の
設
置
の
た
め
の
下
水
道
、
公
園
、
港
湾
そ
の

他
の
公
共
施
設
の
活
用
に
関
す
る
事
項

œœ
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ヘ

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
性
能
の
向
上
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
（
以

下
「
建
築
物
の
低
炭
素
化
」
と
い
う
。）の
促
進
に
関
す
る
事
項

ト

二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
五
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
普
及
の
促
進
そ
の
他
の
自
動
車
の
運
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素

の
排
出
の
抑
制
の
促
進
に
関
す
る
事
項

チ

そ
の
他
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
・
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
項

三

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

四

計
画
期
間

五

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
地
区
若

し
く
は
地
域
内
又
は
同
条
第
二
項
の
地
区
内
の
区
域
で
あ
っ
て
当
該
区
域
に
お
け
る
駐
車
施
設
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
駐
車
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
機
能
を
集
約
す
べ
き
も
の
（
第
二
十
条
に
お
い

て
「
駐
車
機
能
集
約
区
域
」
と
い
う
。）並
び
に
集
約
駐
車
施
設
（
当
該
機
能
を
集
約
す
る
た
め
に
整
備
す
る
駐
車

施
設
を
い
う
。）の
位
置
及
び
規
模
に
関
す
る
事
項

二

前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

鉄
道
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
が
計
画
区
域
内
に
存
す
る
路
線
に
係
る
旅
客
鉄
道
事
業

（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
う
ち
旅
客
の

運
送
を
行
う
も
の
及
び
旅
客
の
運
送
を
行
う
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
に
鉄
道
施
設
を
譲

渡
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
経
営

し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
旅
客
鉄
道
事
業
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

ロ

軌
道
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
が
計
画
区
域
内
に
存
す
る
路
線
に
係
る
旅
客
軌
道
事
業

（
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
軌
道
事
業
の
う
ち
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
を
い
う
。
第

二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
旅
客
軌
道
事
業

の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関

す
る
事
項

ハ

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
が
計
画
区
域
内
に
存
す
る
路
線
に
係
る
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
二
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
特
定
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
同
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。）を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る

た
め
に
実
施
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

三

前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
計
画
区
域
内
に
お
い
て
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送

事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用

運
送
事
業
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
同
法
第
二

条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。）又
は
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）を

経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
者
が
、
集
貨
、
配
達
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
（
こ
れ
に
付
随
す
る

業
務
を
含
む
。）の
共
同
化
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

四

前
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

樹
木
が
相
当
数
存
在
し
、
こ
れ
ら
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
り
都
市
の
低
炭
素
化
が
効
果
的
に
促
進
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
区
域
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
樹
木
保
全
推
進
区
域
」
と
い
う
。）及
び
当
該
区
域

に
お
い
て
保
全
す
べ
き
樹
木
又
は
樹
林
地
等
（
樹
林
地
又
は
人
工
地
盤
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
設
け
ら

れ
る
樹
木
の
集
団
を
い
い
、
こ
れ
ら
と
一
体
と
な
っ
た
草
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
基
準
（
同
項
に
お
い
て

「
保
全
樹
木
等
基
準
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

ロ

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
事
項

三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
た
事
項
で
当
該
市
町
村
以
外

の
者
が
実
施
す
る
事
務
又
は
事
業
の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す
る
も
の

当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体

四

第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
た
事
項
で
そ
の
実
施
に
際
し
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員

会
」
と
い
う
。）の
交
通
の
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
も
の

関
係
す
る
公
安
委
員

会
五

前
項
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

下
水
を
熱
源
と
す
る
熱
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
熱
供
給
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備

及
び
管
理
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
第
四
十
七
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関
す

る
事
項

ロ

都
市
公
園
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
を

い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
設
け
ら
れ
る
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
そ

の
他
の
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
又
は
化
石
燃
料
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
施
設
（
ハ
に
お
い
て

「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
施
設
等
」
と
い
う
。）で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
内
容
及
び

実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

ハ

港
湾
隣
接
地
域
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾

隣
接
地
域
を
い
う
。）に
設
け
ら
れ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
施
設
等
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
整

備
に
関
す
る
事
業
（
そ
の
実
施
に
当
た
り
同
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
に
限
る
。）の
内
容
及
び
実
施
主
体
に
関

す
る
事
項

４

市
町
村
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

第
四
十
七
条
第
一
項
の
許
可
の
権
限
を
有
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
等
（
下

水
道
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
又
は
同
法
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域

下
水
道
管
理
者
を
い
う
。
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）

二

前
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

当
該
事
項
に
係
る
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
（
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
園
管
理
者
を
い
う
。
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）

三

前
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

当
該
事
項
に
係
る
港
湾
の
港
湾
管
理
者
（
港
湾
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
港
湾
管
理
者
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）

５

市
町
村
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項

に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項

都
道
府
県
知
事
（
駐
車
場
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二

十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
を
定
め
て
い
る
都
道
府
県
の
知
事
に
限
る
。）

二

第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
又
は
同
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項

当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体

œ�
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低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地

方
公
共
団
体
実
行
計
画
に
適
合
す
る
と
と
も
に
、
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
同
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

市
町
村
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）

第
八
条

市
町
村
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
に
関
す
る
協
議
及
び
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
実
施
に
係

る
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
議
会
」と
い
う
。）を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
市
町
村

二

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
し
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

三

そ
の
他
当
該
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
者

３

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

第
二
節

集
約
都
市
開
発
事
業
等

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
）

第
九
条

第
七
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
係
る
計
画
区
域
内
に

お
け
る
病
院
、
共
同
住
宅
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
（
以
下
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。）及
び
そ
の

敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
こ
れ
と
併
せ
て
整
備
す
る
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
公
共
施
設
（
次
条
第
一
項
第
三
号

に
お
い
て
「
特
定
公
共
施
設
」
と
い
う
。）の
整
備
に
関
す
る
事
業
を
含
む
。）並
び
に
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
で
あ
っ

て
、
都
市
機
能
の
集
約
を
図
る
た
め
の
拠
点
の
形
成
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
集
約
都
市
開
発
事
業
」
と
い
う
。）を

施
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
即
し
て

集
約
都
市
開
発
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
市
町
村
長
の
認

定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

集
約
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
区
域

二

集
約
都
市
開
発
事
業
の
内
容

三

集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
予
定
期
間

四

集
約
都
市
開
発
事
業
の
資
金
計
画

五

集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
よ
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
効
果

六

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
基
準
等
）

第
十
条

市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
集

約
都
市
開
発
事
業
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
が
、
都
市
機
能
の
集
約
を
図
る
た
め
の
拠
点
の
形
成
に
貢
献
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、

二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
（
特
定
建
築
物
の
整
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
。）が
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
特
定
建
築
物
の
敷
地
又
は
特
定
公
共
施
設
に
お
い
て
緑
化
そ
の

他
の
都
市
の
低
炭
素
化
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
及
び
こ
れ
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の

他
の
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

２

建
築
主
事
を
置
か
な
い
市
町
村
（
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
集
約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る

特
定
建
築
物
が
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
を
含
む
。）の
市

町
村
長
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
が
同
項
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
者
は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
市
町
村
長
が
当
該
申
請
に
係

る
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
を
建
築
主
事
に
通
知
し
、
当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
が
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
、同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
申
出
に
係
る
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
を

建
築
主
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
建
築
主
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

市
町
村
長
が
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受

け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
は
、
同
法

第
六
条
第
一
項
の
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

７

市
町
村
長
は
、
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

８

建
築
基
準
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
三
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
及
び
通
知
書
の
交
付
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

９

集
約
都
市
開
発
事
業
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
と
き
は
、
当
該
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
基
づ
く
特
定
建
築
物
の
整
備
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
七
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
変
更
）

第
十
一
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、
当
該
認
定
を

受
け
た
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
変
更
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。）を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
二
条

市
町
村
長
は
、
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
に
対
し
、
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
集
約
都
市
開
発

事
業
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
「
認
定
集
約
都
市
開

発
事
業
計
画
」
と
い
う
。）に
係
る
集
約
都
市
開
発
事
業
（
以
下
「
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
」
と
い
う
。）の
施
行
の

状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

œ�
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（
地
位
の
承
継
）

第
十
三
条

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
の
一
般
承
継
人
又
は
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
か
ら
認
定
集
約
都
市
開
発

事
業
計
画
に
係
る
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
の
施

行
に
必
要
な
権
原
を
取
得
し
た
者
は
、
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
が
有
し
て

い
た
第
十
条
第
一
項
の
認
定
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
十
四
条

市
町
村
長
は
、
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
が
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
従
っ
て
認
定
集
約
都
市

開
発
事
業
を
施
行
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定

め
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
十
五
条

市
町
村
長
は
、
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
十
条

第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
建
築
物
に
関
す
る
特
例
）

第
十
六
条

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
は
、低
炭
素
建
築
物
と
み
な
し
て
、

こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
費
用
の
補
助
）

第
十
七
条

地
方
公
共
団
体
は
、
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
に
対
し
て
、
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
特
定
建
築
物
の
賃
貸
料
又
は
価

額
）

第
十
八
条

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
に

よ
り
整
備
さ
れ
た
賃
貸
の
用
に
供
す
る
特
定
建
築
物
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
け
る
賃
貸
料
に
つ
い

て
、
当
該
特
定
建
築
物
の
整
備
に
必
要
な
費
用
、
利
息
、
修
繕
費
、
管
理
事
務
費
、
損
害
保
険
料
、
地
代
に
相
当
す

る
額
、
公
課
そ
の
他
必
要
な
費
用
を
参
酌
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
て
、
契
約
し
、
又
は
受
領
し
て

は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
賃
貸
の
用
に
供
す
る
特
定
建
築
物
の
整
備
に
必
要
な
費
用
は
、
建
築
物
価
そ
の
他
経
済
事
情
の
著
し
い
変

動
が
あ
っ
た
場
合
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
変
動
後
に
お
い
て
当
該
特

定
建
築
物
の
整
備
に
通
常
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
費
用
と
す
る
。

３

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
係
る
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整

備
さ
れ
た
特
定
建
築
物
の
譲
渡
価
額
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
建
築
物
の
整
備
に
必
要
な
費
用
、
利
息
、
譲
渡
に
要
す

る
事
務
費
、
公
課
そ
の
他
必
要
な
費
用
を
参
酌
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
て
、
契
約
し
、
又
は
受
領

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
る
保
留
地
の
特
例
）

第
十
九
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
た
都
市
機
能
の

集
約
を
図
る
た
め
の
拠
点
と
な
る
地
域
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業（
土
地
区
画
整
理
法（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
い
う
。）で
あ
っ
て
同
法
第
三

条
第
四
項
、
第
三
条
の
二
又
は
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
も
の
の
換
地
計
画
に
お
い
て
は
、
認
定
集
約

都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
特
定
建
築
物
（
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
区
域
内
の
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
又

は
利
便
の
た
め
必
要
な
建
築
物
に
限
る
。）の
用
に
供
す
る
た
め
、
一
定
の
土
地
を
換
地
と
し
て
定
め
な
い
で
、
そ
の

土
地
を
保
留
地
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
留
地
の
地
積
に
つ
い
て
、
当
該

土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
土
地
の
区
域
内
の
宅
地
（
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
宅
地
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
賃
借
権
そ
の
他
の
宅
地
を
使
用

し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
全
て
の
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
地
区
画
整
理
法
第
百
四
条
第
十
一
項
及
び
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
保
留
地
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
項
若
し
く

は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
四
項
」
と
、「
第
百
四
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
の
低
炭
素
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
条
第
十
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
換
地
計
画
に
お
い
て
定
め
ら

れ
た
保
留
地
を
処
分
し
た
と
き
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日
に
お
け

る
従
前
の
宅
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
永
小
作
権
、
賃
借
権
そ
の
他
の
宅
地
を
使
用
し
、
又
は
収
益
す
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
保
留
地
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
法
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、前
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
及
び
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
駐
車
施
設
の
附
置
に
係
る
駐
車
場
法
の
特
例
）

第
二
十
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

事
項
に
係
る
駐
車
機
能
集
約
区
域
内
に
お
け
る
駐
車
場
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
近
隣
商
業
地
域
内
に
」
と
あ
る
の
は
「
近
隣
商

業
地
域
内
の
駐
車
機
能
集
約
区
域
（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

第
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
駐
車
機
能
集
約
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
区

域
内
に
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
建
築
物
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
建

築
物
若
し
く
は
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
旨
を
」
と
あ
る
の
は
「
旨
、
そ
の
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
建
築

物
の
敷
地
内
若
し
く
は
集
約
駐
車
施
設
（
同
号
に
規
定
す
る
集
約
駐
車
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。）内
に
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
又
は
集
約
駐
車
施
設
内
に
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨
を
」
と
、「
駐
車
場
整
備
地
区
内
又
は
商
業
地
域
内
若
し
く
は
近
隣
商
業
地
域
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
駐

車
機
能
集
約
区
域
の
区
域
内
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
地
区
内
」
と
あ
る
の
は
「
地
区
内
の
駐
車
機
能
集
約
区
域

の
区
域
内
」
と
、
同
項
及
び
同
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
旨
を
」
と
あ
る
の
は
「
旨
、
そ
の
建
築
物
若
し
く
は

そ
の
建
築
物
の
敷
地
内
若
し
く
は
集
約
駐
車
施
設
内
に
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
又
は
集
約
駐
車
施

設
内
に
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
」
と
、
同
項
中
「
前
条
第
一
項
の
地
区
若
し
く
は
地
域
内
又
は

同
条
第
二
項
の
地
区
内
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
駐
車
機
能
集
約
区
域
の
区
域
内
」
と
、「
地
区

又
は
地
域
内
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
地
区
内
の
」
と
あ
る
の
は
「
駐
車
機
能
集
約
区
域
の
区
域
内
の
」
と
す
る
。

第
三
節

共
通
乗
車
船
券
等

第
一
款

共
通
乗
車
船
券

第
二
十
一
条

運
送
事
業
者
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載

さ
れ
た
公
共
交
通
機
関
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
、
計
画
区
域
に
来
訪
す
る
旅
客
又
は
計
画

区
域
内
を
移
動
す
る
旅
客
を
対
象
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
（
二
以
上
の
運
送
事
業
者
が
期
間
、
区
間
そ
の
他
の
条
件

を
定
め
て
共
同
で
発
行
す
る
証
票
で
あ
っ
て
、
そ
の
証
票
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
条
件
の
範
囲
内
で
、
当

該
各
運
送
事
業
者
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
運
賃
又
は
料
金
の
割

引
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
共
同
で
国
土

交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
三
項
後
段
、
軌
道
法
第
十
一
条
第
二
項
、
道

路
運
送
法
第
九
条
第
三
項
後
段
又
は
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
款

鉄
道
利
便
増
進
事
業

（
鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
）

第
二
十
二
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
事
項
に
係
る
鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
低
炭
素
ま
ち

づ
く
り
計
画
に
即
し
て
鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い

う
。）を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域

二

鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
内
容

三

鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
予
定
期
間

四

鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
資
金
計
画

五

鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
に
よ
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
効
果

六

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
鉄
道
利
便
増
進
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し

た
市
町
村
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
計
画
作
成
市
町
村
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
計
画
作
成
市
町
村
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
三
条

鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計

画
が
都
市
の
低
炭
素
化
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村
は
、
当
該
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付

し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
鉄
道
利

便
増
進
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
旅
客
鉄
道
事
業
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
許
可
又
は

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
旅
客
鉄
道
事
業
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

鉄
道
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可

同
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準

ロ

鉄
道
事
業
法
第
七
条
第
一
項
の
認
可

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
基
準

ハ

鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
可

同
条
第
二
項
の
基
準

四

鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
旅
客
鉄
道
事
業
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
旅
客
鉄
道
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
同
法
第
六
条
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

４

前
項
の
認
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
る
も
の
と
す
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
計
画
作
成
市
町
村
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

６

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。）が
第
三
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
鉄
道
利
便
増
進
実

施
計
画
に
従
っ
て
鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

９

第
三
項
の
認
定
及
び
第
六
項
の
変
更
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
鉄
道
事
業
法
の
特
例
）

第
二
十
四
条

鉄
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
三

項
又
は
第
六
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
鉄
道
利
便
増
進
事
業
の

う
ち
、
鉄
道
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を

受
け
、
又
は
同
法
第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
款

軌
道
利
便
増
進
事
業

（
軌
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
）

第
二
十
五
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
事
項
に
係
る
軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
即
し
て
軌

道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
当
該
軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域

二

軌
道
利
便
増
進
事
業
の
内
容

三

軌
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
予
定
期
間

四

軌
道
利
便
増
進
事
業
の
資
金
計
画

五

軌
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
に
よ
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
効
果

六

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
軌
道
利
便
増
進
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し

た
市
町
村
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
計
画
作
成
市
町
村
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
計
画
作
成
市
町
村
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
六
条

軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
軌
道
利
便
増
進
実
施
計

画
が
都
市
の
低
炭
素
化
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村
は
、
当
該
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付

し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
軌
道
利

便
増
進
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
軌
道
利
便
増
進
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
旅
客
軌
道
事
業
の
内
容
が
軌
道
法
第
三
条
の
特
許
並
び
に
同
法
第
十

一
条
第
一
項
の
運
賃
及
び
料
金
の
認
可
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

œ 
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前
項
の
認
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
軌
道
法
第
三
条
の
特
許
並
び
に
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
運
賃
及
び
料
金

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
る
も
の
と
し
、そ
の
他
必
要
な
手
続
は
、

政
令
で
定
め
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係

す
る
道
路
管
理
者
に
、
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係
す
る
公
安
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ

れ
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
管
理
者
に
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
場
合
、
又
は
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
計
画
作
成
市
町
村
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

７

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。）が
第
三
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
軌
道
利
便
増
進
実

施
計
画
に
従
っ
て
軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

10

第
三
項
の
認
定
及
び
第
七
項
の
変
更
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
軌
道
法
の
特
例
）

第
二
十
七
条

軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
三

項
又
は
第
七
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
軌
道
利
便
増
進
事
業
の

う
ち
、
軌
道
法
第
三
条
の
特
許
若
し
く
は
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
運
賃
若
し
く
は
料
金
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
特
許
若
し
く

は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
款

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業

（
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
）

第
二
十
八
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
事
項
に
係
る
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
低
炭
素

ま
ち
づ
く
り
計
画
に
即
し
て
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
道
路
運
送
利
便
増
進
実

施
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域

二

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
内
容

三

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
予
定
期
間

四

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
資
金
計
画

五

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
に
よ
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
効
果

六

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り

計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
計
画
作
成
市
町
村
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
計
画
作
成
市
町
村
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
九
条

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
道
路
運
送
利
便
増

進
実
施
計
画
が
都
市
の
低
炭
素
化
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村
は
、
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見

を
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
運

送
利
便
増
進
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た

め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
内
容
が
道
路
運
送
法
第
六
条
各
号
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第

四
十
三
条
第
三
項
各
号
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

又
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
同
法
第
七
条
各
号
（
同
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係
す

る
道
路
管
理
者
に
、
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係
す
る
公
安
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
場
合
、
又
は
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
計
画
作
成
市
町
村
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

６

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。）が

第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
道
路
運

送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
従
っ
て
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
三
項
の
認
定
及
び
第
六
項
の
変
更
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
道
路
運
送
法
の
特
例
）

第
三
十
条

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
つ
い
て
前

条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
運
送

利
便
増
進
事
業
の
う
ち
、
道
路
運
送
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
十

五
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
五

条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受

け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

�—
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第
五
款

報
告
の
徴
収

第
三
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
鉄
道
利
便
増
進
事
業
、
認
定
軌
道

利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
軌
道
利
便
増
進
事
業
又
は
認
定
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節

貨
物
運
送
共
同
化
事
業

（
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
）

第
三
十
二
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
三
号
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

該
事
項
に
係
る
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、
共
同
し

て
、
当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
即
し
て
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
貨
物
運

送
共
同
化
実
施
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。

２

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
区
域

二

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
内
容

三

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
予
定
期
間

四

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
資
金
計
画

五

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
に
よ
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
効
果

六

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
に
係
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
十
一
条
（
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

七

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

共
同
事
業
者
は
、
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
貨
物
運
送

共
同
化
事
業
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
計
画
作
成
市
町
村
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

共
同
事
業
者
は
、
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
計
画
作
成
市
町
村
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）

第
三
十
三
条

共
同
事
業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
が
都
市
の
低
炭
素
化
を
促
進

す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村
は
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を

付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
貨
物
運

送
共
同
化
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適

切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第

六
号
及
び
第
七
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
外
国
人
国
際
第
二

種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
事
業
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）を
除
く
。）に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
同
法
第
二
十
二
条

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
同
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

五

貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か

つ
、
そ
の
内
容
が
同
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計

画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
貨

物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に
お
い
て
、
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
る
と
と
も
に
、
国
際
貨
物
運
送
（
貨
物

利
用
運
送
事
業
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
貨
物
運
送
を
い
う
。）に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事

業
の
分
野
に
お
い
て
公
正
な
事
業
活
動
が
行
わ
れ
、そ
の
健
全
な
発
達
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
計
画
作
成
市
町
村
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

６

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て「
認
定
共
同
事
業
者
」と
い
う
。）

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
以
下「
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
」と
い
う
。）が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ

た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
貨
物
運
送
共
同

化
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
三
項
の
認
定
及
び
第
六
項
の
変
更
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）

第
三
十
四
条

共
同
事
業
者
が
そ
の
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
認
定
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
、

又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

認
定
共
同
事
業
者
た
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け

た
者
を
い
う
。）が
認
定
共
同
事
業
者
た
る
他
の
運
送
事
業
者
と
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
法
第

十
一
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
変
更
し
た

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
十
五
条

共
同
事
業
者
が
そ
の
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
認
定

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用

運
送
事
業
法
第
二
十
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

十
六
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
二
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出

を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

�˜
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認
定
共
同
事
業
者
た
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者

を
い
う
。）が
認
定
共
同
事
業
者
た
る
他
の
運
送
事
業
者
と
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
法
第
三
十

四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、当
該
協
定
に
つ
き
、

あ
ら
か
じ
め
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
認
定
貨
物
運
送
共
同

化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
変
更
し
た
と
き
も
、同
様
と
す
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）

第
三
十
六
条

共
同
事
業
者
が
そ
の
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
認
定

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
第
三
条
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届

出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施

す
る
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
節

樹
木
等
管
理
協
定
等

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
締
結
等
）

第
三
十
八
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

市
町
村
又
は
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

緑
地
管
理
機
構
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。）は
、
当
該
事
項
に
係
る
樹
木

保
全
推
進
区
域
内
の
保
全
樹
木
等
基
準
に
該
当
す
る
樹
木
又
は
樹
林
地
等
を
保
全
す
る
た
め
、
当
該
樹
木
又
は
樹
林

地
等
の
所
有
者
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
一
時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

を
除
く
。）を
有
す
る
者
（
次
項
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。）と
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

た
協
定
（
以
下
「
樹
木
等
管
理
協
定
」
と
い
う
。）を
締
結
し
て
、
当
該
樹
木
又
は
樹
林
地
等
の
管
理
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

一

樹
木
等
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
樹
木
（
以
下
「
協
定
樹
木
」
と
い
う
。）又
は
樹
林
地
等
の
区
域
（
以
下
「
協

定
区
域
」
と
い
う
。）

二

協
定
樹
木
又
は
協
定
区
域
内
の
樹
林
地
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
「
協
定
樹
木
等
」
と
い

う
。）の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

協
定
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
整
備
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
整

備
に
関
す
る
事
項

四

樹
木
等
管
理
協
定
の
有
効
期
間

五

樹
木
等
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

２

樹
木
等
管
理
協
定
に
つ
い
て
は
、
協
定
樹
木
等
の
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

樹
木
等
管
理
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

都
市
緑
地
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
、
か
つ
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画

に
記
載
さ
れ
た
第
七
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

協
定
樹
木
等
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

第
一
項
の
緑
地
管
理
機
構
が
樹
木
等
管
理
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
縦
覧
等
）

第
三
十
九
条

市
町
村
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
樹
木
等
管
理
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
前

条
第
四
項
の
樹
木
等
管
理
協
定
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
告
し
、
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
樹
木
等

管
理
協
定
に
つ
い
て
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
認
可
）

第
四
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
十
八
条
第
四
項
の
樹
木
等
管
理
協
定
の
認
可
の
申
請
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
手
続
が
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

二

樹
木
等
管
理
協
定
の
内
容
が
、
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
公
告
等
）

第
四
十
一
条

市
町
村
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
樹
木
等
管
理
協
定
を
締
結
し
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
樹
木
等
管
理
協

定
の
写
し
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
町
村
又
は
当
該
都
道
府
県
の
事
務
所
に
備
え
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

協
定
樹
木
に
あ
っ
て
は
協
定
樹
木
で
あ
る
旨
を
そ
の
存
す
る
場
所
に
、
協
定
区
域
内
の
樹
林
地
等
に
あ
っ
て
は
協
定

区
域
で
あ
る
旨
を
そ
の
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
変
更
）

第
四
十
二
条

第
三
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
樹
木
等
管
理
協
定
に
お
い
て
定
め
た

事
項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
効
力
）

第
四
十
三
条

第
四
十
一
条
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公
告
の
あ
っ
た
樹
木
等
管
理

協
定
は
、
そ
の
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
に
係
る
協
定
樹
木
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
者

に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
四
十
四
条

第
三
十
八
条
第
一
項
の
緑
地
管
理
機
構
が
樹
木
等
管
理
協
定
に
基
づ
き
管
理
す
る
協
定
樹
木
又
は
協
定

区
域
内
の
樹
林
地
等
に
存
す
る
樹
木
の
集
団
で
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
た
め
の
樹
木
の
保
存
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
樹
又
は
保
存
樹
林
と
し
て
指
定
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所

有
者
及
び
緑
地
管
理
機
構
（
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
緑
地
管
理
機
構
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
中
「
所
有
者
」
と

あ
る
の
は
「
緑
地
管
理
機
構
」
と
、
同
法
第
九
条
中
「
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
又
は
緑
地
管
理
機
構
」
と

す
る
。

（
緑
地
管
理
機
構
の
業
務
の
特
例
）

第
四
十
五
条

都
市
緑
地
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
緑
地
管
理
機
構
（
同
法
第
六
十
九
条
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。）は
、
同
法
第
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

樹
木
等
管
理
協
定
に
基
づ
く
樹
木
又
は
樹
林
地
等
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
市
緑
地
法
第
七
十
条
中
「
又
は
ニ
\
」
と
あ
る
の
は
、「
若
し
く
は
ニ
\
又
は
都
市

の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」と
す
る
。

�™
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第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
事
業
者
」
と
い
う
。）は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
事

項
の
変
更
（
条
例
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。）を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
等
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

下
水
道
法
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

許
可
事
業
者
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
受
け
て
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
に
流
入
さ
せ
る
下
水
に
当

該
下
水
以
外
の
物
（
第
七
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
の
管
理
上
必
要
な
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）

を
混
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

許
可
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
法
第
三
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項

中
「
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
の
低
炭
素
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
都
市
低
炭
素
化
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
四
項
第
一
号

に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
下
水
道
管
理
者
等
」
と
い
う
。）」
と
、「
こ
の

法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
許
可
若
し
く
は
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
低
炭
素
化
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
許
可
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
の
法
律
（
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
九
第
一
項
（
第

二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
を
除
く
。）又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し

く
は
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
低
炭
素
化
法
第
四
十
七
条
第
三
項
又
は
第
五
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

並
び
に
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
低
炭
素
化
法
第
四
十
七

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
」
と
、
同
項
か
ら
同
条
第
四
項
ま
で
及
び
同
条
第
六
項
中
「
公
共
下
水
道
管
理
者
、

流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
三
項
中
「
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域

下
水
道
管
理
者
若
し
く
は
都
市
下
水
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
下
水
道
管
理
者
等
」
と
、
同
条
第
二
項
第
一

号
中
「
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
低
炭
素
化
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
共
下
水
道
等
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
公
共
下
水
道
等
」
と
い
う
。）」
と
、
同
項
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
」
と
あ
る
の
は
「
公
共
下
水
道
等
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

７

許
可
事
業
者
が
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
に
接
続
設
備
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
法
第
二
十
四
条

又
は
第
二
十
五
条
の
九
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
特
例
）

第
四
十
八
条

第
七
条
第
三
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
が
同
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
く
都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い

て
都
市
公
園
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
占
用
が
同
法
第
七

条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
公
園
管
理
者
は
、
当
該
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

（
港
湾
隣
接
地
域
内
の
工
事
等
の
許
可
の
特
例
）

第
四
十
九
条

第
七
条
第
三
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
が
同
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
く
港
湾
法
第
三
十
七
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
が
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
港
湾
管
理
者
は
、
当
該
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
節

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
援
助
等

（
既
存
の
建
築
物
の
所
有
者
等
へ
の
援
助
）

第
五
十
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
市
町
村
は
、
建
築
物

の
低
炭
素
化
を
促
進
す
る
た
め
、
計
画
区
域
内
の
既
存
の
建
築
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、

助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
の
使
用
者
等
へ
の
援
助
）

第
五
十
一
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
二
項
第
二
号
ト
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
市
町
村
は
、
自
動

車
の
計
画
区
域
内
に
お
け
る
運
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め
、
電
気
自
動
車

（
専
ら
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
を
い
う
。）に
電
気
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
環
境
の
整
備
、

自
動
車
の
使
用
者
そ
の
他
の
自
動
車
の
計
画
区
域
内
に
お
け
る
運
行
に
関
係
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
又
は
助

言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
に
お
け
る
配
慮
）

第
五
十
二
条

都
市
計
画
決
定
権
者
（
都
市
計
画
法
第
十
五
条
第
一
項
の
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
同
法
第
八

十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
い
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
国
土
交
通
大

臣
（
同
法
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海

道
開
発
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
）
又
は
市
町
村

を
い
う
。）は
、
都
市
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
検
討
そ
の
他
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
検
討
、
都
市
計
画
の
案
の

作
成
そ
の
他
の
都
市
計
画
の
策
定
の
過
程
に
お
い
て
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
配
慮

す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
緑
地
管
理
機
構
に
係
る
指
定
等
）

第
四
十
六
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

当
該
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
の
長
は
、
都
市
に
お
け
る
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、都
市
緑
地
法
第
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務（
同

条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）を
適
正
か
つ
確
実
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
特
定
緑
地
管
理
機
構
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
定
緑
地
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
都
市
緑
地
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
緑
地
管
理
機
構
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
都
市
緑
地
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
市
町
村（
以
下「
特

定
市
町
村
」
と
い
う
。）の
長
」
と
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
特
定
市
町
村
の
長
」
と
、
同
条
中
「
当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
市
町
村
」
と
、
同
法
第
二
十

四
条
第
五
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
八
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
市
町
村
（
以
下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。）の
長
」
と
、
同
法
第
二
十
五

条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
六
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
中
「
都
道
府

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
市
町
村
の
長
」
と
、
同
法
第
二
十
七
条
中
「
当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

特
定
市
町
村
」
と
、
同
法
第
七
十
七
条
第
三
号
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
」と
あ
る
の
は「
都

市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
特
定
市
町
村
の
長
」
と
す
る
。

第
六
節

下
水
道
施
設
か
ら
の
下
水
の
取
水
等
に
係
る
特
例
等

（
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
か
ら
の
下
水
の
取
水
等
）

第
四
十
七
条

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
七
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
主
体

は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
下
水
道
管
理
者
等
の
許
可
を
受
け
て
、
公
共
下
水
道
等
（
下
水
道
法
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
又
は
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
排
水
施
設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）に
接
続
設
備
（
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
と
第
七
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
と
を
接

続
す
る
設
備
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
設
け
、
当
該
接
続
設
備
に
よ
り
当
該
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施

設
か
ら
下
水
を
取
水
し
、
及
び
当
該
公
共
下
水
道
等
の
排
水
施
設
に
当
該
下
水
を
流
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
共
下
水
道
管
理
者
等
は
、
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
政
令
で

定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

�š
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第
四
章

低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
措
置

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
）

第
五
十
三
条

市
街
化
区
域
等
内
に
お
い
て
、
建
築
物
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
建
築
物
の
新
築
又
は
建
築
物
の
低
炭
素

化
の
た
め
の
建
築
物
の
増
築
、
改
築
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
若
し
く
は
建
築
物
へ
の
空
気
調
和
設
備
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
建
築
設
備
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
空
気
調
和
設
備
等
」
と
い
う
。）の
設
置
若
し
く
は
建
築
物
に
設

け
た
空
気
調
和
設
備
等
の
改
修
（
以
下
「
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
と
い
う
。）を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
に
関
す
る
計
画（
以
下「
低

炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
所
管
行
政
庁
（
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て
は

市
町
村
長
を
い
い
、
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
を
い
う
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
区
域
内
の
政
令
で

定
め
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
築
物
の
位
置

二

建
築
物
の
延
べ
面
積
、
構
造
、
設
備
及
び
用
途
並
び
に
敷
地
面
積

三

低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
に
係
る
資
金
計
画

四

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
基
準
等
）

第
五
十
四
条

所
管
行
政
庁
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に

係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
性
能
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
関
す
る
法
律
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
を
超
え
、
か
つ
、
建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使
用
の
合
理
化
の
一
層
の
促
進
そ
の
他
の
建
築
物
の
低
炭
素
化
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
経
済
産
業
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
条
第
二
項
第
三
号
の
資
金
計
画
が
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
者
は
、
所
管
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
所
管
行
政
庁
が
当
該
申
請

に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
を
建
築
主
事
に
通
知
し
、
当
該
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
が
建
築
基
準
法
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
に
併
せ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
所
管
行
政
庁
は
、
速
や
か
に
、
当
該
申
出
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計

画
を
建
築
主
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
建
築
主
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

所
管
行
政
庁
が
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
は
、

同
法
第
六
条
第
一
項
の
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

６

所
管
行
政
庁
は
、
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

７

建
築
基
準
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
三
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
及
び
通
知
書
の
交
付
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

８

低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
つ
い
て
第
一

項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
関
す
る
法
律
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
七

十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
）

第
五
十
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
建
築
主
」
と
い
う
。）は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
低
炭

素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。）を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
管
行
政
庁
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
五
十
六
条

所
管
行
政
庁
は
、
認
定
建
築
主
に
対
し
、
第
五
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
低
炭
素
建
築
物
新
築

等
計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
次
条
に
お
い
て
「
認
定
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
」

と
い
う
。）に
基
づ
く
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
（
次
条
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
「
低
炭
素
建
築
物

の
新
築
等
」
と
い
う
。）の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

第
五
十
七
条

所
管
行
政
庁
は
、
認
定
建
築
主
が
認
定
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
従
っ
て
低
炭
素
建
築
物
の
新
築

等
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
建
築
主
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
改
善
に
必
要

な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
五
十
八
条

所
管
行
政
庁
は
、
認
定
建
築
主
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
五
十
四
条
第
一

項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
助
言
及
び
指
導
）

第
五
十
九
条

所
管
行
政
庁
は
、
認
定
建
築
主
に
対
し
、
低
炭
素
建
築
物
の
新
築
等
に
関
し
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
低
炭
素
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
）

第
六
十
条

建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
七
条
の
二

第
三
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第

六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
四
、
第
六
十

八
条
の
五
（
第
二
号
イ
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
の
二
（
第
二
号
イ
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
一

項
（
第
一
号
ロ
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
の
四
（
第
一
号
ロ
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一

号
ロ
、
第
六
十
八
条
の
八
、
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第

二
項
及
び
第
三
項
、第
八
十
六
条
の
五
第
三
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率（
同

法
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
に
係
る
場
合
に
限
る
。）の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面

積
に
は
、
同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
及
び
第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
低
炭
素
建
築
物
の
床
面
積
の
う
ち
、
第

五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
通
常
の
建
築
物
の
床
面

積
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
政
令
で
定
め
る
床
面
積
は
、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
一
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

一
部
を
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�›



平成™›年 月œ日 水曜日 (号外第˜ š号)官 報

（
経
過
措
置
）

第
六
十
二
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ

の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。）を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

罰
則

第
六
十
三
条

第
四
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
下
水
道
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
等
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

第
六
十
四
条

第
三
十
一
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
二
条
又
は
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

二

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
で
、
当
該
補
助
に
係
る
認
定
集

約
都
市
開
発
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
命
令
に

違
反
し
た
も
の

三

第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
六
十
六
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各

本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
二
十
号
中「（
鉄
道
事
業
法
の
特
例
）
又
は
」
を「（
鉄
道
事
業
法
の
特
例
）、」
に
改
め
、「（
鉄
道
事

業
法
等
の
特
例
）」の
下
に
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

第
二
十
四
条
（
鉄
道
事
業
法
の
特
例
）」を
加
え
、「
速
達
性
向
上
計
画
の
認
定
又
は
」を「
速
達
性
向
上
計
画
の
認
定
、」

に
、「
は
当
該
許
可
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
三
項
（
鉄
道
利
便
増
進
実

施
計
画
の
認
定
）（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認

定
は
当
該
許
可
」
に
、「（
軌
道
法
の
特
例
）
又
は
」
を「（
軌
道
法
の
特
例
）、」
に
改
め
、「
第
三
十
三
条
第
一
項
（
軌

道
法
の
特
例
）」
の
下
に
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
（
軌
道
法
の
特
例
）」を
加

え
、「
は
当
該
特
許
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
三
項
（
軌
道
利
便
増
進
実

施
計
画
の
認
定
）（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認

定
は
当
該
特
許
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
五
号
中
「
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）」を
「
若

し
く
は
第
三
十
四
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条（
道

路
運
送
法
の
特
例
）」に
、「
場
合
に
お
け
る
同
法
」
を
「
場
合
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す

る
法
律
」
に
、「
又
は
同
法
」
を
「
若
し
く
は
同
法
」
に
、「
は
当
該
許
可
又
は
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可

又
は
」
に
、「
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第

一
項
」
に
改
め
、「
当
該
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
」
の
下
に
「
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三

十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
と
」
を
加
え
、「（
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
の
特
例
）
又
は
」
を「（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）、」
に
改
め
、「（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係

る
許
認
可
等
の
特
例
）」の
下
に
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
（
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
の
特
例
）」
を
加
え
、「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
」
を
「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変
更

の
認
定
、」
に
、「
は
当
該
許
可
と
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
（
貨

物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共

同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
と
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
九
号
中「（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
又

は
」
を「（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）、」
に
改
め
、「（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）」の
下

に
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）」を
加

え
、「
認
定
又
は
」
を
「
認
定
、」に
、「
は
当
該
登
録
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三

条
第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
登
録
」
に
、「
第
四
十
六
条
第
一
項
の

規
定
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
（
貨
物
利
用

運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
」
に
、「
は
当
該
許
可
」
を
「
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
附
則
第
一
条

第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
う
ち
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
百
二
十
五

号
の
改
正
規
定
中「（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）」と
あ
る
の
は
「
第
二
項
（
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
の
特
例
）」と
、「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
」
を
「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変
更
」
と
あ

る
の
は
「
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
又
は
」
を
「
総
合
効
率
化
計
画
」と
、同
表
第
百
三
十
九
号
の
改
正
規
定
中「（
流

通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）」と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物

利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）」と
、「
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
二
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）」と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
附
則
第
七
条
の
う
ち
、
登
録
免
許
税
法
別
表
第
一
第
百
二

十
五
号
の
改
正
規
定
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
」
と
、「
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
又
は
」
を
「
総

合
効
率
化
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
」
を
「
資
源
生
産
性
革
新
計
画
の
変

更
」
と
、「
は
当
該
許
可
と
」
と
あ
る
の
は
「
は
当
該
許
可
と
み
な
す
」
と
、同
表
第
百
三
十
九
号
の
改
正
規
定
中「
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と
、「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中「（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）」の
下
に
「
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）」を
加
え
る
。

財
務
大
臣

安
住

淳

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細
野

志

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

細
野

志

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦
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（
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
線
路
及
び
停
留
場
の

使
用
の
廃
止
に
伴
っ
て
他
の
軌
道
経
営
者
（
軌
道
法（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）に
よ
る
軌
道
経
営
者
を
い
う
。）

が
新
た
に
当
該
線
路
及
び
停
留
場
と
同
一
の
線
路
及
び
停
留
場
の
位
置
に
よ
り
運
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
内
容
に
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が
含
ま
れ
な
い
場
合

二

事
業
内
容
に
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
に
係
る
運
行
の
態
様
が
道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
運
行
の
み
で
あ
る
場

合
三

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
に
よ
り
設
定
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
路
線
に
お
い
て
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
で
あ
る
事
業
用
自
動
車
の
み
を
使
用
す
る
場
合

〇
内

閣

府

国
土
交
通
省
令
第
三
号

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
及
び
道
路
運
送
利

便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
に
係
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
及
び
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施

計
画
の
認
定
に
係
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
命
令

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
書
面
の
送
付
）

第
一
条

国
土
交
通
大
臣
（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
六
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
権
限
が
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
。以
下
同
じ
。）は
、

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
又
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
（
以
下
「
認
定
申
請
」
と
総
称
す
る
。）が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

法
第
二
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
十
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
法

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軌
道
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域
又
は
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
関
係
公
安
委

員
会
」
と
い
う
。）に
対
し
、
当
該
認
定
申
請
に
係
る
申
請
書
の
写
し
を
添
え
て
、
意
見
を
求
め
る
旨
の
書
面
を
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
提
出
）

第
二
条

関
係
公
安
委
員
会
は
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
書
面
の
送
付
を
受
け
た
日

か
ら
二
十
日
以
内
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
内
容
（
以
下
「
事
業
内

容
」
と
い
う
。）に
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
以
下
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
い
う
。）が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
行
の
態
様
が
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

七
十
五
号
）
第
三
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
路
線
不
定
期
運
行
の
み
で
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
十
四
日
以
内
）
に

国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

˜



平成™›年˜™月š日 月曜日 (号外第™�˜号)官 報

四

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
に
よ
り
設
定
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
路
線
及
び
停
留
所
の
位
置
が
当
該
申
請
が
行
わ
れ
た
時
点

で
運
行
し
て
い
る
他
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
路
線
及
び
停
留
所
の
位
置
と
共
通
で
あ
る
場

合
、
又
は
路
線
及
び
停
留
所
の
廃
止
に
伴
っ
て
他
の
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
道
路
運
送
法
第
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
を
い
う
。）が
新
た
に
当
該
路
線
及
び
停
留
所
と
同
一
の

路
線
及
び
停
留
所
の
位
置
に
よ
り
運
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
処
分
の
通
知
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
関
係
公
安
委
員
会
の
意
見
の
提
出
が
あ
っ
た
認
定
申
請
に
つ
い

て
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
当
該
処
分
の
内
容
を
当
該
関
係
公
安
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
等
の
変
更
の
認
定
）

第
五
条

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変

更
及
び
法
第
二
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

™
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国 自 旅 第 ３ ５ ４ 号

平 成 ２４ 年 １ ２月 ４ 日

各地方運輸局自動車交通部長 殿

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計

画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員

会の意見の聴取に関する命令の施行に伴う運用上の留意事項につ

いて（通達）

自動車局旅客課長

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「法」

という。）が平成２４年１２月４日に施行されることに伴い、「都市の低炭素

化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実

施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令（平成２４

年内閣府令・国土交通省令第３号。以下「命令」という。）」が平成２４年１

２月３日に公布され、平成２４年１２月４日に施行されることとなった。

命令に基づく道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の

意見の聴取に関する運用上の留意事項については、警察庁と協議を行い、下記

のとおりとすることとしたので、その対応に遺漏のないようにされたい。

なお、警察庁交通局交通規制課長から各道府県警察本部長等に対して「都市

の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利

便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の

施行に伴う交通警察の対応について（通達）」（平成２４年１２月４日付け警

察庁丁規発第８６号）の通達が発出されているので、参考までに添付する。

記

１ 経緯

法は、都市の低炭素化の促進を図るため、低炭素まちづくり計画の認定及

び特別の措置等について定めているところ、法第２８条から第３０条までに

おいて、低炭素まちづくり計画に基づき、道路運送利便増進実施計画を作成

し、国土交通大臣の認定を受けたときは、当該道路運送利便増進事業につい

ては、当該認定の日において、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

４条第１項の許可若しくは第１５条第１項の認可を受け、又は同条第３項若

別添３
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しくは第４項の規定による届出をしたものとみなす特例が定められている。

ここで、法第２９条第４項において、国土交通大臣が都道府県公安委員会（以

下「公安委員会」という。）の意見を聴取する方法及び公安委員会の意見を

聴く必要がない場合について国土交通省令・内閣府令で定めることとされた

ものである。

２ 国土交通大臣の権限の委任

命令第１条に規定する国土交通大臣の道路運送利便増進実施計画の認定に

係る権限は、法第６１条及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平

成２４年国土交通省令第８６号）第４７条に基づき、地方運輸局長に委任さ

れていることから、公安委員会への意見の聴取に係る書面の送付は地方運輸

局長から行うこととする。

３ 運用上の留意事項

(1) 路線が二以上の公安委員会又は二以上の管区警察局の管轄区域にわたる

場合の取扱い

低炭素まちづくり計画に定められた道路運送利便増進事業の内容に含ま

れる一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線が二以上の公安委員会又は二

以上の管区警察局の管轄区域にわたる場合には、地方運輸局長からの意見

の聴取に係る書面の送付及び公安委員会の意見の提出は、管区警察局（二

以上の公安委員会に東京都公安委員会又は北海道公安委員会が含まれる場

合は、これと隣接する管区警察局）の長を経由して行われることとなる。

(2) 公安委員会の意見を聴く必要がある場合

命令に基づき国土交通大臣が公安委員会の意見を聴く必要がある場合

は、以下の場合である。

ア 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線、停留所、自動車車庫及び待

避所（引返し場所を含む。以下同じ。）の位置を設定し、又は変更する

場合

イ 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車の長さ又は幅を増

加（道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第５５条

に基づく基準緩和車両に該当することとなる場合に限る。）させる場合

ウ 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車を道路交通法（昭

和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動車から大型自動車

又は中型自動車に変更する場合

(3) 公安委員会の意見の提出

公安委員会は、意見の提出に当たっては、以下の事項等を勘案した上で、
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道路における危険の防止その他の交通の安全と円滑を図る観点から総合的

に検討し、書面により、必要な意見（交通の安全と円滑を図るため、公安

委員会等において行うべき必要な措置があるときは、当該措置及びこれに

要する予定期間も記載される。）を国土交通大臣に対して提出する。

ア 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路の交通量、交通規制の状況及

び交通事故の発生状況

イ 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路における交通上危険な箇所の

有無

ウ 一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所、自動車車庫及び待避所の

位置の適否
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〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
及
び
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置

第
一
節

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成
（
第
二
条
）

第
二
節

集
約
都
市
開
発
事
業
等
（
第
三
条
e

第
十
五
条
）

第
三
節

共
通
乗
車
船
券
等

第
一
款

共
通
乗
車
船
券
（
第
十
六
条
）

第
二
款

鉄
道
利
便
増
進
事
業
（
第
十
七
条
e

第
十
九
条
）

第
三
款

軌
道
利
便
増
進
事
業
（
第
二
十
条
e

第
二
十
八
条
）

第
四
款

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
（
第
二
十
九
条
e

第
三
十
三
条
）

第
四
節

貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
第
三
十
四
条
e

第
三
十
六
条
）

第
五
節

樹
木
等
管
理
協
定
（
第
三
十
七
条
e

第
三
十
九
条
）

第
六
節

港
湾
隣
接
地
域
内
の
工
事
等
の
許
可
の
特
例
（
第
四
十
条
）

第
三
章

低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
措
置
（
第
四
十
一
条
e

第
四
十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
）

附
則

™
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第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下「
法
」と
い
う
。）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
係
る
特
別
の
措
置

第
一
節

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
作
成

（
港
湾
隣
接
地
域
に
設
け
ら
れ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
施
設
等
）

第
二
条

法
第
七
条
第
三
項
第
五
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備

二

風
力
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備

三

蓄
電
池
設
備

四

船
舶
の
た
め
の
給
電
施
設

五

化
石
燃
料
を
効
率
的
に
利
用
す
る
荷
役
機
械

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
に
お
け
る
化
石
燃
料
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
又
は
化
石
燃
料
の
効

率
的
利
用
に
資
す
る
施
設

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
七
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る

申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
図
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
市
町
村
長
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
号
中
「
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
法
第
十
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通
知
）

第
八
条

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
六
項
」と
、

「
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
別
記
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
四
」
と
、「
法
第
十
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
九
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
賃
貸
特
定
建
築
物
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
賃

貸
の
用
に
供
す
る
特
定
建
築
物
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
整
備
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
十
年
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
の
賃
貸
料
）

第
十
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と

す
る
。

一

賃
貸
特
定
建
築
物
（
そ
の
一
部
を
賃
貸
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
賃
貸
の
用
に
供
す
る
部
分
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
整
備
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。）を
当
該
賃
貸
特
定
建
築
物
の
近
傍
同
種
の
建

築
物
の
償
却
年
数
を
考
慮
し
て
定
め
た
相
当
の
年
数
、
利
率
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
毎
月
元
利
均
等
に
償
却
す
る
も

の
と
し
て
算
出
し
た
額

二

賃
貸
特
定
建
築
物
の
近
傍
同
種
の
建
築
物
の
修
繕
費
及
び
管
理
事
務
費
を
考
慮
し
て
定
め
た
相
当
の
費
用
の
月

割
額

三

賃
貸
特
定
建
築
物
の
災
害
に
よ
る
損
害
を
補
て
ん
す
る
た
め
の
損
害
保
険
又
は
損
害
保
険
に
代
わ
る
べ
き
火
災

共
済
に
要
す
る
費
用
の
月
割
額

四

賃
貸
特
定
建
築
物
の
整
備
の
た
め
通
常
必
要
な
土
地
又
は
借
地
権
を
取
得
す
る
場
合
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ

る
価
額
に
千
二
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
賃
貸
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
地
代
を
必
要
と
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
額
に
、
当
該
地
代
の
月
割
額
と
借
地
契
約
に
係
る
土
地
の
価
額
に
千
二
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得

た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
加
え
た
額
）

五

賃
貸
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
租
税
そ
の
他
の
公
課
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
賦
課
さ
れ
る
額
の

月
割
額

六

前
各
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
節

集
約
都
市
開
発
事
業
等

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
の

正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
市
町
村
長
が
認
め
た
図
書
）
を
添

え
て
、
こ
れ
ら
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
集
約
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
事
業
区
域
」
と
い
う
。）を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二

縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
特
定
建
築
物
の
位
置
及
び
特
定
公
共
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た

特
定
建
築
物
の
配
置
図

三

特
定
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
第
四
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図

書
四

法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

五

集
約
都
市
開
発
事
業
の
工
程
表

六

申
請
者
が
事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
借
地
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
申
請
者
が
事
業
区
域
内
に
お
い
て
集
約
都
市
開
発
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

七

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

八

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
資
産
及
び
負
債
に
関

す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
九
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
集
約
都
市
開
発
事
業
の
名
称
及
び
目
的
と

す
る
。

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
認
定
の
通
知
）

第
五
条

市
町
村
長
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
（
同
条
第
六
項
の
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
旨
を
含
む
。）を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
通
知
書
に
第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
（
法
第
十
条
第
六
項
の
場
合
に
お

い
て
は
、
第
三
条
の
申
請
書
の
副
本
及
び
前
項
の
確
認
済
証
に
添
え
ら
れ
た
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
）
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
六
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

二

集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
予
定
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
集
約
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
支
障
が
な
い
と
市
町
村
長
が
認
め
る
変
更

２

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
特
定
建
築
物
の
一
部
を
賃
貸
の
用
に
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
建
築

物
に
賃
借
人
の
全
員
又
は
そ
の
一
部
の
共
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
用
部
分
」
と
い

う
。）が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
、
当
該
共
用
部
分
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
て

算
出
し
た
額
を
こ
れ
を
共
用
す
る
賃
借
人
に
係
る
賃
貸
の
用
に
供
す
る
各
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
る
按
分
そ
の

他
の
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
按
分
し
て
得
た
額
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

š
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認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
整
備
し
た
賃
貸
特
定
建
築
物
で
、
か

つ
、
同
時
期
に
賃
借
人
の
募
集
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
部
分
相
互
間
に
お
け
る
賃
貸
料
の
均
衡
を
図
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
部
分
の
床
面
積
、
位
置
、
形
状
及
び
用
途
に
よ
る
利
便
の
度
合
い
を

勘
案
し
て
定
め
る
調
整
額
を
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
加
え
、
又
は
そ
の
額
か
ら
減
じ
た
額
を
賃
貸
料

の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
賃
貸
料
の
額
の
合
計
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

り
算
出
し
た
額
の
合
計
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
賃
貸
特
定
建
築
物
の
推
定
再
建
築
費
が
、
当

該
賃
貸
特
定
建
築
物
の
整
備
費
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
す
る
。

２

賃
貸
特
定
建
築
物
が
前
項
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
補
助
に
係
る
部

分
を
除
く
。）」
と
あ
る
の
は
、「
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の

補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に
国
土
交
通
大
臣
が
建
築
物
価
の
変
動
を
考
慮
し
て
地
域
別
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
」
と
す
る
。

（
特
定
建
築
物
の
譲
渡
価
額
）

第
十
二
条

法
第
十
八
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一

特
定
建
築
物
（
そ
の
一
部
を
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
譲
渡
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）の
整
備
に
要
し
た
費
用
（
当
該
費
用
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体

の
補
助
に
係
る
部
分
を
除
く
。）

二

特
定
建
築
物
を
整
備
す
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
資
金
の
利
息
（
借
り
入
れ
た
資
金
の
額
に
利
率
年
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を
限
度
と
す
る
。）

三

特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
租
税
そ
の
他
の
公
課
が
賦
課
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
賦
課
さ
れ
る
額

四

譲
渡
に
要
す
る
事
務
費
等
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

２

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
整
備
し
た
特
定
建
築
物
で
、
か
つ
、
同

時
期
に
譲
受
人
の
募
集
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
部
分
相
互
間
に
お
け
る
譲
渡
価
額
の
均
衡
を
図
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
部
分
の
床
面
積
、
位
置
、
形
状
及
び
用
途
に
よ
る
利
便
の
度
合
い
を
勘
案

し
て
定
め
る
調
整
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
加
え
、
又
は
そ
の
額
か
ら
減
じ
た
額
を
譲
渡
価
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
価
額
の
合
計
額
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額

の
合
計
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

認
定
集
約
都
市
開
発
事
業
者
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
の
承
認
を
得
て
、
特
定
建
築
物
の
譲
渡
価
額
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

三

変
更
の
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
認
定
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
係
る
鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
款

軌
道
利
便
増
進
事
業

（
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
軌
道
利
便
増
進
事
業
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
事
業
に
関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、軌
道
利
便
増
進
事
業
の
運
営
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
事
項

（
換
地
計
画
の
認
可
申
請
手
続
）

第
十
三
条

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
者
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
十
九
号
）第
八
十
六
条
第
一
項
後
段
又
は
第
九
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
法
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
各
筆
換
地
明
細
）

第
十
四
条

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
別
記
様
式
第
六
^

の
「
記
事
」
欄
に
は
、
同
様
式
備
考
６
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
従

前
の
土
地
又
は
換
地
処
分
後
の
土
地
に
つ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
保
留
地
と
し
て
定
め
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
）

第
十
五
条

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
別
記

様
式
第
七
^

の
「
記
事
」
欄
に
は
、
同
様
式
備
考
８
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
従
前
の
土
地
又
は
換
地
処
分
後
の
土
地

に
つ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
保
留
地
を
定
め
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

共
通
乗
車
船
券
等

第
一
款

共
通
乗
車
船
券

（
共
通
乗
車
船
券
の
届
出
）

第
十
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
共
通
乗
車
船
券
に
係
る
運
賃
又
は
料
金
の
割
引
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
共
同
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

共
通
乗
車
船
券
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

共
通
乗
車
船
券
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
運
送
事
業
者
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

割
引
を
行
お
う
と
す
る
運
賃
又
は
料
金
の
種
類

四

発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
の
名
称

五

発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
の
発
行
価
額

六

発
行
し
よ
う
と
す
る
共
通
乗
車
船
券
に
係
る
期
間
、
区
間
そ
の
他
の
条
件

第
二
款

鉄
道
利
便
増
進
事
業

（
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
十
七
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
鉄
道
利
便
増
進
事
業
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
事
業
に
関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、鉄
道
利
便
増
進
事
業
の
運
営
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
事
項

（
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
八
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鉄
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項

の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

›
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（
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

三

変
更
の
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
係
る
軌
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認

定
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

三

変
更
の
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
係
る
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
状
況
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
管
理
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
三
十
二
条

法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
道
路
管
理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

建
設
省
令
第
一
号
）
第
一
条
（
第
三
項
を
除

く
。）、
第
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。）、
第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
令
第
一
条
第
一
項
中
「
路
線
を
定
め
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
き
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
四
条
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
又
は
第
十
四
条
に
基
づ
く
認
可

（
申
請
書
の
送
付
手
続
）

第
二
十
三
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

申
請
者
の
資
産
及
び
信
用
の
程
度

二

事
業
の
成
否
及
び
効
果

三

道
路
管
理
者
の
意
見

四

他
の
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
又
は
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
自
動
車
道
事
業

若
し
く
は
自
動
車
運
送
事
業
（
未
開
業
の
も
の
を
含
む
。）に
及
ぼ
す
影
響

五

付
近
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
又
は
道
路
運
送
法
に
よ
る
自
動
車
道
事
業
若
し
く
は
自
動
車
運
送
事
業
の

出
願
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
種
類
、
区
間
、
申
請
書
及
び
申
請
書
の
受
付
年
月
日

六

認
定
の
許
否
に
関
す
る
意
見

（
道
路
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
二
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
（
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
が
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
。
以
下
第
二
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
軌
道
利
便
増
進
事
業
に
つ
き
第
二

十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
（
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
く
事
項
の
記
載
及
び
書
類
の
添
付
が
な
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
申
請

書
に
係
る
事
案
に
係
る
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
道
路
管
理
者
に
対
し
、
当
該
申
請
書
の
写
し
を
添
え
、
当
該
事
案
に
関
す
る
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
べ
き

旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
に
は
、
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
べ
き
期
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限

は
、
道
路
管
理
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
十
四
日
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
提
出
）

第
二
十
五
条

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
道

路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
が
、前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
期
限
ま
で
に
前
項
の
意
見
の
提
出
を
受
け
な
い
と
き
は
、

軌
道
利
便
増
進
事
業
の
実
施
に
支
障
が
な
い
旨
の
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
提
出
の
特
例
）

第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
っ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
又

は
そ
の
長
が
当
該
申
請
書
に
係
る
事
案
に
係
る
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団

体
又
は
そ
の
長
で
あ
る
道
路
管
理
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
申
請
書
に
添
付
し
て
、
当
該
申
請
書
に
係

る
事
案
に
関
す
る
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
提
出
し
た
道
路
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
線
路
及
び
停
留
場
の
使
用
の

廃
止
に
伴
っ
て
他
の
軌
道
経
営
者
（
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
軌
道
経
営
者
を
い
う
。）が
新

た
に
当
該
線
路
及
び
停
留
場
と
同
一
の
線
路
及
び
停
留
場
の
位
置
に
よ
り
運
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

（
処
分
後
の
道
路
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
二
十
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
事
案
又
は
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
案

に
つ
い
て
処
分
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
款

道
路
運
送
利
便
増
進
事
業

（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
道

路
運
送
利
便
増
進
事
業
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
関
す
る
事
項

と
す
る
。

œ
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申
請
書
（
路
線
の
新
設
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
に
つ
き
都
市
の

低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一

項
に
基
づ
く
申
請
書
（
規
則
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
項
の
記
載
及
び
書
類

の
添
付
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
事
業
の
許
可
又
は
路
線
の
新
設
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更

若
し
く
は
」
と
、「
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
、「
許
可
申
請
書
又
は

認
可
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
書
」
と
、
同
令
第
三
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
条
第
一
項
」
と
、「
許
可
申
請
書
又
は
認
可
申
請
書
（
以
下
「
許
可
申
請
書
等
」
と
い
う
。）」
と
あ
る

の
は
「
申
請
書
」
と
、「
当
該
許
可
申
請
書
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
請
書
」
と
、「
地
方
運
輸
局
長
（
第
一
条
第
三

項
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
）」と
あ
る
の
は「
地

方
運
輸
局
長
」
と
、
同
令
第
六
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
運
輸
局
長
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

樹
木
等
管
理
協
定

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
基
準
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

協
定
樹
木
等
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
除
伐
、
間
伐
、
枯
損
し
た
樹
木
又
は
危
険
な
樹
木
の
伐
採
、

枝
打
ち
、
病
害
虫
の
防
除
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
協
定
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

協
定
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
は
、
防
火
施
設
、管
理
用
通
路
、

さ
く
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
、
協
定
樹
木
等
の
適
正
な
保
全
に
資
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

樹
木
等
管
理
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
二
十
年
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

樹
木
等
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
公
告
）

第
三
十
八
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一

樹
木
等
管
理
協
定
の
名
称

二

協
定
樹
木
又
は
協
定
区
域

三

樹
木
等
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四

協
定
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
施
設

五

樹
木
等
管
理
協
定
が
緑
地
管
理
機
構
に
よ
り
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

六

樹
木
等
管
理
協
定
の
縦
覧
場
所

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
締
結
等
の
公
告
）

第
三
十
九
条

前
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
節

港
湾
隣
接
地
域
内
の
工
事
等
の
許
可
の
特
例

（
港
湾
隣
接
地
域
内
の
工
事
等
の
許
可
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
四
十
条

法
第
四
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
港
湾
管
理
者
が
同
意
し
た
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
き
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

適
切
な
工
事
の
実
施
の
計
画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
章

低
炭
素
建
築
物
の
普
及
の
促
進
の
た
め
の
措
置

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
–
項
及
び
¿
項
に
掲
げ
る
図
書

そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
に
住
戸
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
戸
に
つ
い
て
は
、
同

表
の
¿
項
に
掲
げ
る
図
書
に
代
え
て
同
表
の
®
項
に
掲
げ
る
図
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な

い
場
合
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令
第
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下「
法
」と
い
う
。）

第
九
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又

は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
」
と
、「
に
係
る
」
と
あ

る
の
は
「
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第

一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、「
当
該
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
る
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、「
当
該
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
処
分
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

貨
物
運
送
共
同
化
事
業

（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
貨

物
運
送
共
同
化
事
業
に
関
連
し
て
実
施
さ
れ
る
事
業
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
関
す
る
事
項
と

す
る
。

（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
五
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

三

変
更
の
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
係
る
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し

た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）を
記
載
し
、
か
つ
、

前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�



図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

–

設
計
内
容
説
明
書

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
性
能
が
法

第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
の
説
明

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
及
び
方
位

敷
地
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
申
請
に

係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と
の
別

空
気
調
和
設
備
等
及
び
空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
低
炭
素
化
に

資
す
る
建
築
設
備
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て「
低
炭
素
化
設
備
」

と
い
う
。）の
位
置

建
築
物
の
緑
化
そ
の
他
の
建
築
物
の
低
炭
素
化
の
た
め
の
措
置

（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
低
炭
素
化
措
置
」
と
い
う
。）

仕
様
書
（
仕
上
げ
表
を
含
む
。）
部
材
の
種
別
及
び
寸
法

低
炭
素
化
設
備
の
種
別

低
炭
素
化
措
置
の
内
容

各
階
平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

間
取
り
、
各
室
の
名
称
、
用
途
及
び
寸
法
並
び
に
天
井
の
高
さ

壁
の
位
置
及
び
種
類

開
口
部
の
位
置
及
び
構
造

低
炭
素
化
設
備
の
位
置

低
炭
素
化
措
置

床
面
積
求
積
図

床
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の
寸
法
及
び
算
式

用
途
別
床
面
積
表

用
途
別
の
床
面
積

立
面
図

縮
尺

外
壁
及
び
開
口
部
の
位
置

低
炭
素
化
設
備
の
位
置

低
炭
素
化
措
置

断
面
図
又
は
矩
計
図

縮
尺

建
築
物
の
高
さ

外
壁
及
び
屋
根
の
構
造

軒
の
高
さ
並
び
に
軒
及
び
ひ
さ
し
の
出

仕
様
書

昇
降
機

昇
降
機
の
種
別
、
数
、
積
載
量
、
定
格
速
度
及
び
速
度
制
御
方

法

系
統
図

空
気
調
和
設
備

空
気
調
和
設
備
の
位
置
及
び
連
結
先

空
気
調
和
設
備

以
外
の
機
械
換

気
設
備

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備
の
位
置
及
び
連
結
先

給
湯
設
備

給
湯
設
備
の
位
置
及
び
連
結
先

空
気
調
和
設
備

等
以
外
の
低
炭

素
化
に
資
す
る

建
築
設
備

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
建
築
設
備
の
位

置
及
び
連
結
先

小
屋
裏
の
構
造

各
階
の
天
井
の
高
さ
及
び
構
造

床
の
高
さ
及
び
構
造
並
び
に
床
下
及
び
基
礎
の
構
造

各
部
詳
細
図

縮
尺

外
壁
、
開
口
部
、
床
、
屋
根
そ
の
他
断
熱
性
を
有
す
る
部
分
の

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

各
種
計
算
書

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
性
能
に
係

る
計
算
そ
の
他
の
計
算
を
要
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
計
算
の

内
容

低
炭
素
化
措
置
が
法
第
五
十
四

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大

臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
の
確
認
に

必
要
な
書
類

低
炭
素
化
措
置
の
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
基

準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

¿

機
器
表

空
気
調
和
設
備

熱
源
機
、
ポ
ン
プ
、
空
気
調
和
機
そ
の
他
の
機
器
の
種
別
、
仕

様
及
び
数

空
気
調
和
設
備

以
外
の
機
械
換

気
設
備

給
気
機
、
排
気
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
設
備
の
種
別
、
仕

様
及
び
数

照
明
設
備

照
明
設
備
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

給
湯
設
備

給
湯
器
の
種
別
、
仕
様
及
び
数

太
陽
熱
を
給
湯
に
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
種
別
、
仕
様
及
び

数節
湯
器
具
の
種
別
及
び
数

空
気
調
和
設
備

等
以
外
の
低
炭

素
化
に
資
す
る

建
築
設
備

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
建
築
設
備
の
種

別
、
仕
様
及
び
数
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各
階
平
面
図

空
気
調
和
設
備

縮
尺

空
気
調
和
設
備
の
有
効
範
囲

熱
源
機
、
ポ
ン
プ
、
空
気
調
和
機
そ
の
他
の
機
器
の
位
置

空
気
調
和
設
備

以
外
の
機
械
換

気
設
備

縮
尺

給
気
機
、
排
気
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
設
備
の
位
置

照
明
設
備

縮
尺

照
明
設
備
の
位
置

給
湯
設
備

縮
尺

給
湯
設
備
の
位
置

配
管
に
講
じ
た
保
温
の
た
め
の
措
置

節
湯
器
具
の
位
置

昇
降
機

縮
尺

位
置

空
気
調
和
設
備

等
以
外
の
低
炭

素
化
に
資
す
る

建
築
設
備

縮
尺

位
置

制
御
図

空
気
調
和
設
備

空
気
調
和
設
備
の
制
御
方
法

空
気
調
和
設
備

以
外
の
機
械
換

気
設
備

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備
の
制
御
方
法

照
明
設
備

照
明
設
備
の
制
御
方
法

給
湯
設
備

給
湯
設
備
の
制
御
方
法

空
気
調
和
設
備

等
以
外
の
低
炭

素
化
に
資
す
る

建
築
設
備

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
建
築
設
備
の
制

御
方
法

®

機
器
表

空
気
調
和
設
備

空
気
調
和
設
備
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御
方
法

空
気
調
和
設
備

以
外
の
機
械
換

気
設
備

空
気
調
和
設
備
以
外
の
機
械
換
気
設
備
の
種
別
、
位
置
、仕
様
、

数
及
び
制
御
方
法

照
明
設
備

照
明
設
備
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御
方
法

給
湯
設
備

給
湯
器
の
種
別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御
方
法

太
陽
熱
を
給
湯
に
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
種
別
、
位
置
、
仕

様
、
数
及
び
制
御
方
法

、

節
湯
器
具
の
種
別
、
位
置
及
び
数

空
気
調
和
設
備

等
以
外
の
低
炭

素
化
に
資
す
る

建
築
設
備

空
気
調
和
設
備
等
以
外
の
低
炭
素
化
に
資
す
る
建
築
設
備
の
種

別
、
位
置
、
仕
様
、
数
及
び
制
御
方
法

平成™›年˜™月š日 月曜日 (号外第™�˜号)官 報

２

前
項
の
表
の
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
事
項
を
同
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
他
の
図
書
に
明
示
す
る

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
該
事
項
を
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
に
明
示
す
べ
き
全
て
の
事
項
を
当
該
他
の
図
書
に
明
示
し
た
と
き

は
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
添
付
す
る
場
合
に
は
、同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
所
管
行
政
庁
が
不
要
と
認
め
る
も
の
を
同
項
の
申
請
書
に
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の

新
築
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
予
定
時
期
及
び
完
了
予
定
時
期
と
す
る
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
通
知
）

第
四
十
三
条

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
（
同
条
第
五

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済

証
の
交
付
を
受
け
た
旨
を
含
む
。）を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
通
知
書
に
第
四
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
（
法
第
五
十
四
条
第

五
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
前
項
の
確
認
済
証
に
添
え
ら
れ
た
建
築
基

準
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
申
請
書
の
副
本
）
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
四
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

低
炭
素
化
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
予
定
時
期
又
は
完
了
予
定
時
期
の
六
月
以
内
の

変
更

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
効
率
性
そ
の
他
の
性
能
を
向
上
さ
せ
る
変
更

そ
の
他
の
変
更
後
も
認
定
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
が
法
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の

審
査
を
受
け
る
よ
う
申
し
出
た
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
五
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
七

に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の

を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
中
「
法
第

五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第

一
号
」
と
す
る
。

（
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
通
知
）

第
四
十
六
条

第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
五
十
四
条
第
五
項
」
と
、「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

四
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
六
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
八
」
と
、「
法
第
五
十
四
条
第

五
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
七
条

法
第
三
章
第
三
節
第
一
款
か
ら
第
四
款
ま
で
及
び
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
地
方
運
輸
局
長
（
同
条
に
規
定
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。

次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
委
任
す
る
。

Ÿ



平成™›年˜™月š日 月曜日 (号外第™�˜号)官 報

一

法
第
二
十
三
条
第
三
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
も
の
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
又
は
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
令
第
七
十
一
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
鉄
道
利
便
増
進
実

施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二

法
第
二
十
六
条
第
三
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
も
の
（
軌
道
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
又
は
同
法
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
係
る
軌
道
利
便
増
進
実
施
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

２

法
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
同
条
に
規
定
す
る

権
限
に
つ
い
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。）も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
書
類
の
提
出
）

第
四
十
八
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
又
は
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
事

案
の
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
当
該
事
案
が
二
以
上
の
地
方
運
輸
局
長
の
管
轄
区
域
（
当
該
事
案

が
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
の
近
畿
運
輸
局
長
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
て
は
、
神
戸
運
輸
監
理

部
長
の
管
轄
区
域
を
除
く
。）に
わ
た
る
と
き
は
、当
該
事
案
の
主
と
し
て
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
。

以
下
「
所
轄
地
方
運
輸
局
長
」
と
い
う
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
で
あ
っ
て
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
に
係
る
も

の
は
、
当
該
事
案
の
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
当
該
事
案
が
運
輸
監
理
部
長
と

運
輸
支
局
長
又
は
二
以
上
の
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
事
案
の
主
と
し
て
関
す
る
土
地
を

管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
で
あ
っ
て
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
に
係
る
も
の

は
、
当
該
事
案
の
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
長
（
当
該
事
案
が
二
以
上
の
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
に
わ

た
る
と
き
は
、
当
該
事
案
の
主
と
し
て
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局
長
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
三
十
八

号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
十
五
条
第
一
項
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計

画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
十
七
条
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画

の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
九
条
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
（
物
流
施
設
対
策
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

第
百
一
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
二
条
中
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の

認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
五
条
第
二
項
中
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画

の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
九
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二

項
第
三
十
四
号
及
び
第
四
十
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
の
項
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
、「
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
八

号
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
及
び
第
三
十
九
号
（
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
三

号
」
を
「
第
三
十
四
号
」
に
、「
、
第
三
十
八
号
」
を
「
、
第
三
十
九
号
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第
百
二
十
五

条
第
二
項
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第

三
十
二
号
及
び
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
（
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
」を「
第

三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
」
に
、「
、
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九

号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
一
号
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま

で
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
（
第
三
十

二
号
」
に
、「
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
」
を
「
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
」
に
、「
、
第
三
十
六
号
か
ら
第

三
十
八
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二

項
第
三
十
七
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項

第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
九
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
四
号
及
び
第
四
十
号
」
に
、「
第
百
二
十
五
条

第
二
項
第
三
十
三
号
、
第
三
十
九
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
四
号
、
第
四
十
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
九
号

ま
で
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
号

ま
で
（
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
八
号
」
を
「
第
三
十
九
号
」
に
、「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
七
号
」を「
第

百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
、「
第
三
十
一
号

か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
及
び
第
三
十
八
号
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
及
び
第
三
十

九
号
（
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
三
号
」
を
「
第
三
十
四
号
」
に
、「
、
第
三
十
八
号
」
を
「
、
第
三
十
九
号
」
に

改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
一
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
九
号

ま
で
（
第
三
十
一
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
号

ま
で
（
第
三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
」
を
「
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
」
に
、「
、
第
三

十
六
号
」
を
「
、
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七

号
（
第
三
十
六
号
及
び
第
三
十
七
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
（
第
三
十
七
号

及
び
第
三
十
八
号
」
に
、「
、
第
三
十
六
号
」
を
「
、
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第

二
項
第
十
三
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
十
四
号
」
に
、「
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
（
第
三
十
六

号
」
を
「
第
三
十
二
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
（
第
三
十
七
号
」
に
、「
第
三
十
七
号
」
を
「
第
三
十
八
号
」に
改
め
、

 



別
表
第
一
（
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
関
係
）

規
定

事
項

書
類

法
第
二

十
四
条

鉄
道
事
業
法
第
三

条
第
一
項
の
許
可

に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
第
四
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
及
び
図
面

鉄
道
事
業
法
第
七

条
第
一
項
の
認
可

に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

第
七
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

書
類
及
び
図
面

鉄
道
事
業
法
第
七

条
第
三
項
の
届
出

に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

第
八
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

鉄
道
事
業
法
第
十

六
条
第
一
項
の
認

可
に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

第
三
十
二
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
書
類

鉄
道
事
業
法
第
十

六
条
第
三
項
の
届

出
に
係
る
部
分

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

第
三
十
三
条
各
号
に
掲

げ
る
事
項

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
関
係
）

規
定

事
項

書
類

法
第
二

十
七
条

軌
道
法
第
三
条
の

特
許
に
係
る
部
分

軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
内
務
鉄
道
省
令
）
第
一

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
並
び
に
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
由
書

軌
道
法
第
十
一
条

第
一
項
（
旅
客
運

賃
の
設
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。）の

認
可
に
係
る
部
分

軌
道
法
施
行
規
則
第
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項

軌
道
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

軌
道
法
第
十
一
条

第
一
項
（
荷
物
運

賃
の
設
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。）の

認
可
に
係
る
部
分

軌
道
法
施
行
規
則
第
二

十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項

軌
道
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

軌
道
法
第
十
一
条

第
一
項
（
運
輸
に

関
す
る
料
金
の
設

定
に
係
る
も
の
に

限
る
。）の
認
可
に

係
る
部
分

軌
道
法
施
行
規
則
第
二

十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
事
項

軌
道
法
第
十
一
条

第
二
項
の
届
出
に

係
る
部
分

軌
道
法
施
行
規
則
第
二

十
一
条
第
三
項
に
規
定

す
る
事
項

別
表
第
三
（
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
関
係
）

規
定

事
項

書
類

法
第
三

十
条

道
路
運
送
法
第
四

条
第
一
項
の
許
可

に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
第
五
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類

道
路
運
送
法
第
十

五
条
第
一
項
の
認

可
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
十
四
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
書
類

道
路
運
送
法
第
十

五
条
第
三
項
の
届

出
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第

十
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

道
路
運
送
法
第
十

五
条
第
四
項
の
届

出
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
十
五
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
十
四
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

書
類

道
路
運
送
法
第
四

十
三
条
第
一
項
の

許
可
に
係
る
部
分

道
路
運
送
法
第
四
十
三

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る

書
類

道
路
運
送
法
第
四

十
三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
五
条
第

一
項
の
認
可
に
係

る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
十
四
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

道
路
運
送
法
第
四

十
三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
五
条
第

三
項
の
届
出
に
係

る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
十
四
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

道
路
運
送
法
第
四

十
三
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
五
条
第

四
項
の
届
出
に
係

る
部
分

道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
二
十
七
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
十
四
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項

道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書

類

別
表
第
四
（
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
関
係
）

規
定

事
項

書
類

法
第
三

十
四
条

第
一
項

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
（
平
成
元
年

法
律
第
八
十
二

号
）
第
三
条
第
一

項
の
登
録
に
係
る

部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

第
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸

省
令
第
二
十
号
）
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類

平成™›年˜™月š日 月曜日 (号外第™�˜号)官 報

同
表
六
の
項
中
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
一
号
、第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で（
第

三
十
一
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
（
第

三
十
二
号
」
に
、「
第
三
十
七
号
及
び
第
三
十
八
号
」
を
「
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
」
に
、「
、
第
三
十
六
号
」

を
「
、
第
三
十
七
号
」
に
改
め
る
。

˜—



貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
七
条
第
一

項
の
変
更
登
録
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
九
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
七
条
第
三

項
の
届
出
に
係
る

部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
十
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
書
類

法
第
三

十
四
条

第
二
項

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
十
一
条
の

届
出
に
係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
十
四
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
項

に
規
定
す
る
書
類

法
第
三

十
五
条

第
一
項

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
二
十
条
の

許
可
に
係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

第
二
十
一
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
二
十
五
条

第
一
項
の
認
可
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
二
十
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
二
十
五
条

第
三
項
の
届
出
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
二
十
一
条

第
二
項
各
号
又
は
第
二

十
二
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
三

項
又
は
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
四
十
五
条

第
一
項
の
許
可
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
三
十
九
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
四
十
六
条

第
二
項
の
認
可
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
四
十
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
類

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
四
十
六
条

第
四
項
の
届
出
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
四
十
一
条

第
二
項
各
号
又
は
第
四

十
二
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
三

項
又
は
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類

法
第
三

十
五
条

第
二
項

貨
物
利
用
運
送
事

業
法
第
三
十
四
条

第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第

十
一
条
の
届
出
に

係
る
部
分

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

施
行
規
則
第
十
四
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
項

に
規
定
す
る
書
類

法
第
三

十
六
条

貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
（
平
成
元

年
法
律
第
八
十
三

号
）
第
三
条
の
許

可
に
係
る
部
分

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

法
第
四
条
第
一
項
各
号

及
び
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運

輸
省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
条
各
号
（
第
四
号
を
除

く
。）に
掲
げ
る
書
類

５
．
集
約
都
市
開
発
事
業
の
内
容

\
特
定
建
築
物
に
関
す
る
事
項

{
特
定
建
築
物
の
建
築
面
積
等

特
定

建
築
物

番
号

階
数

建
築
面
積

延
べ
面
積

敷
地
面
積

延
べ
面
積
の

敷
地
面
積
に

対
す
る
割
合

建
築
面
積
の

敷
地
面
積
に

対
す
る
割
合

fl
fl

fl

fl
fl

fl

合
計

fl
fl

fl

貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
第
九
条
第

一
項
の
認
可
に
係

る
部
分

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

法
施
行
規
則
第
五
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
類

貨
物
自
動
車
運
送

事
業
法
第
九
条
第

三
項
の
届
出
に
係

る
部
分

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

法
施
行
規
則
第
六
条
第

二
項
各
号
又
は
第
七
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
六
条
第
三
項

又
は
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類

平成™›年˜™月š日 月曜日 (号外第™�˜号)官 報

様
式
第
一
（
第
三
条
関
係
）

集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
認
定
申
請
書

年
月

日
市
町
村
長
殿

申
請
者
の
住
所
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

印
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
集
約
都
市
開
発
事
業
計
画
に
つ
い
て
認

定
を
申
請
し
ま
す
。
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
意
）

１
．
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
．
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

集
約
都
市
開
発
事
業
計
画

１
．
集
約
都
市
開
発
事
業
の
名
称

２
．
集
約
都
市
開
発
事
業
の
目
的

３
．
集
約
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
区
域

\
位
置

]
面
積

fl

４
．
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

î
特
定
建
築
物
全
体

î
特
定
建
築
物
全
体
及
び
住
戸
の
部
分

˜˜



] 特定公共施設の種類及び規模

［特定公共施設番号］

［特定公共施設の種類］

［特定公共施設の規模］

６．集約都市開発事業の施行予定期間

［事業の着手の予定年月日］ 年 月 日

［事業の完了の予定年月日］ 年 月 日

７．集約都市開発事業の資金計画

内訳 金額（百万円）

支 出 用 地 費
除 却 費
整 地 費
建 築 費
事 務 費
借入金利息
〇 〇 〇

計

収 入 自 己 資 金
借 入 金
（借入先） （ ）
〇 〇 〇

計

８．集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果

９．集約都市開発事業計画の認定の申請に係る住戸に関する事項

【１．特定建築物番号】

【２．住戸の番号】

【３．住戸の存する階】 階

平
成

™
›
年

˜
™
月

š
日
月
曜
日

(
号
外
第

™
�
˜
号
)

官
報

（注意）
１．「特定建築物番号」の欄には、添付する配置図において特定建築物ごとに付した番号を記入
してください。

２．「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。
|特定建築物の整備に関する事項の詳細

別添のとおり

（注意）
１．［特定公共施設番号］の欄には、添付する配置図において特定公共施設ごとに付した番号を
記入してください。

２．整備する全ての特定公共施設について特定公共施設ごとに作成してください。
３．［特定公共施設の規模］の欄には、特定公共施設の規模を特定公共施設の種類に応じて適宜
記入してください。

（注意）
以下の点に留意して記載してください。
{当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じ
て、二酸化炭素の排出を抑制するものであることがわかること。

|当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において講じ
られる緑化その他の都市の低炭素化のための措置の内容がわかること。

なお、上記内容がわかる図書又は書類の添付をもって記載に代えることができます。

（注意）
１．この欄は、特定建築物の住戸の部分について集約都市開発事業計画の認定の申請を行う場合
に、申請に係る住戸ごとに作成してください。

２．この欄は、複数の住戸に関する情報を集約して記載すること等により記載すべき事項の全て
が明示された別の書面をもって代えることができます。

様式第二（第五条関係）
集約都市開発事業計画認定通知書

認 定 番 号 第 号
認 定 年 月 日 年 月 日

（※）確 認 番 号 第 号
確 認 年 月 日 年 月 日
建築主事の氏名

殿
市町村長 印

都市の低炭素化の促進に関する法律第９条第１項の規定により申請のあった集約都市開発事業計画
について、同法第10条第１項の規定に基づき認定しましたので通知します。
１．申請年月日
２．申請者の住所
３．認定に係る集約都市開発事業の名称
（※）は法第10条第５項において準用する建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条第３項の規

定により市町村長が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。
様式第三（第七条関係）

集約都市開発事業計画変更認定申請書
年 月 日

市町村長 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名 印

˜
™



（本欄には記入しないでください。）

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員印 係員印

（第二面）
低炭素建築物新築等計画

１．新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事
項
〔建築物に関する事項〕

【１．地名地番】

【２．市街化区域等】 î市街化区域
î区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定めら
れている土地の区域

【３．敷地面積】 fl

【４．建築面積】 fl

【５．延べ面積】 fl

【６．建築物の階数】 （地上） 階 （地下） 階

平
成

™
›
年

˜
™
月

š
日
月
曜
日

(
号
外
第

™
�
˜
号
)

官
報

都市の低炭素化の促進に関する法律第11条第１項の規定により、集約都市開発事業計画の変更の認
定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
１．集約都市開発事業計画の認定番号

第 号
２．集約都市開発事業計画の認定年月日

年 月 日
３．認定に係る集約都市開発事業の名称
４．申請の対象とする範囲

î特定建築物全体
î特定建築物全体及び住戸の部分

５．変更の概要
（注意）
１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２．申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合には、押印を省
略することができます。

３．特定建築物の住戸の部分について申請を行った場合には、３欄は、認定に係る住戸の番号を併
せて記載してください。

４．４欄で「特定建築物全体及び住戸の部分」を選んだ場合であって複数の住戸に係る申請を行う
場合には、５欄は、申請に係る特定建築物全体及び住戸の部分ごとの変更の概要を記載してく
ださい。

様式第四（第八条関係）
集約都市開発事業計画変更認定通知書

認 定 番 号 第 号
認 定 年 月 日 年 月 日

（※）確 認 番 号 第 号
確 認 年 月 日 年 月 日
建築主事の氏名

殿
市町村長 印

都市の低炭素化の促進に関する法律第11条第１項の規定により申請のあった集約都市開発事業計画
の変更について、同条第２項において準用する同法第10条第１項の規定に基づき認定しましたので通
知します。
１．申請年月日
２．申請者の住所
３．当該変更認定を受ける前の集約都市開発事業計画の認定番号
４．認定に係る集約都市開発事業の名称
（※）は法第11条第２項において準用する法第10条第５項において準用する建築基準法（昭和25年
法律第201号）第18条第３項の規定により市町村長が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。
様式第五（第四十一条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

（第一面）
低炭素建築物新築等計画認定申請書

年 月 日
所管行政庁 殿

申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称 印
代表者の氏名

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第１項の規定により、低炭素建築物新築等計画について
認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
【申請の対象とする範囲】

î建築物全体
î住戸の部分のみ
î建築物全体及び住戸の部分

（注意）
１．この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。

{一戸建ての住宅 一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有
しないもの

|共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
}非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物
~複合建築物 住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物

２．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
３．申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合には、押印を
省略することができます。

４．【申請の対象とする範囲】の欄は、一戸建ての住宅、非住宅建築物又は共同住宅等若しくは
複合建築物の全体に係る申請の場合には「建築物全体」に、共同住宅等又は複合建築物の住
戸の部分のみに係る申請の場合には「住戸の部分のみ」に、共同住宅等又は複合建築物の全
体及び住戸の部分の両方に係る申請の場合には「建築物全体及び住戸の部分」に、「B」マー
クを入れてください。

˜
š



【７．建築物の用途】 î一戸建ての住宅 î共同住宅等
î非住宅建築物
î複合建築物

【８．建築物の住戸の数】
建築物全体 戸
認定申請対象住戸 戸

【９．工事種別】 î新築 î増築 î改築
î修繕又は模様替
î空気調和設備等の設置 î空気調和設備等の改修

【10．構造】 造 一部 造

【11．建築物の構造及び設備の概要】
別添設計内容説明書による

【12．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】
基準一次エネルギー消費量 ＧＪ／年
設計一次エネルギー消費量 ＧＪ／年
（一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物（住宅の用途に供する部分））
外皮平均熱貫流率 Ｗ／fl・Ｋ
冷房期の平均日射熱取得率
（非住宅建築物又は複合建築物（住宅以外の用途に供する部分））
年間熱負荷係数 ＭＪ／fl・年

【13．確認の特例】
法第54条第２項の規定による申出の有無 î有 î無

【14．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】

【15．備考】

（第三面）
〔申請に係る住戸に関する事項〕

【１．住戸の番号】

【２．住戸の存する階】 階

【３．専用部分の床面積】 fl

【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】
基準一次エネルギー消費量 ＧＪ／年
設計一次エネルギー消費量 ＧＪ／年
外皮平均熱貫流率 Ｗ／fl・Ｋ
冷房期の平均日射熱取得率

平
成

™
›
年

˜
™
月

š
日
月
曜
日

(
号
外
第

™
�
˜
号
)

官
報

（注意）
１．【２．市街化区域等】の欄は、新築等をしようとする建築物の敷地が存する区域が該当する
チェックボックスに「B」マークを入れてください。

２．【７．建築物の用途】及び【９．工事種別】の欄は、該当するチェックボックスに「B」マー
クを入れてください。

３．【８．建築物の住戸の数】の欄は、【７．建築物の用途】で「共同住宅等」又は「複合建築物」
を選んだ場合のみ記載してください。

４．【12．建築物全体のエネルギーの使用の効率性】の欄は、第一面の【申請の対象とする範囲】
の欄で「建築物全体」又は「建築物全体及び住戸の部分」を選んだ場合のみ記載してくださ
い。この欄に用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げる値として法第54条第１項
第１号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準において定めるも
のとします。なお、{及び|に掲げる値については、小数点第二位以下は切り上げた値を記
載してください。
{基準一次エネルギー消費量 建築物の床面積、設備等の条件により定まる、基準となる一
次エネルギー消費量（１年間に消費するエネルギーの量を熱量に換算したものをいう。以
下同じ。）

|設計一次エネルギー消費量 建築物における実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エ
ネルギー消費量

}外皮平均熱貫流率 建築物の内外の温度差１度当たりの総熱損失量（換気による熱損失を
除く。）を外皮等（外気等（住宅の外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏等をいう。）
に接する天井（小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合には、屋根）、壁、床及び開
口部、共同住宅における隣接する住戸又は共用部に接する部分等をいう。以下同じ。）面積
の合計で除した値

~冷房期の平均日射熱取得率 冷房期において、建築物に入射する日射量に対する室内に侵
入する日射量の割合を外皮等面積で平均した値

�年間熱負荷係数 １年間に外皮等を通して流出入する熱量を各階の屋内周囲空間の床面積
の合計で除して得た値

５．【13．確認の特例】の欄は、認定の申請に併せて建築基準法（昭和25年法律第201号）第６
条第１項の規定による確認の申請書を提出して同項に規定する建築基準関係規定に適合する
かどうかの審査を受けるよう申し出る場合には「有」に、申し出ない場合には「無」に、「B」
マークを入れてください。

６．【14．建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分】の欄には、法第60条の
規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積（建築基準法第52

条第３項及び第６項並びに建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第４号
及び第３項の規定に基づき延べ面積に算入しない部分の床面積を除き、建築物の延べ面積の
20分の１を超えるときは当該建築物の延べ面積の20分の１）を記入してください。また、当
該床面積の算定根拠がわかる資料を別に添付してください。

７．この面は、建築確認等他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと等により記載すべき事
項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

（注意）
１．この面は、共同住宅等又は複合建築物の住戸の部分に係る申請を行う場合に、申請に係る住
戸ごとに作成してください。

２．住戸の階数が二以上である場合には、【３．専用部分の床面積】に各階ごとの床面積を併せ
て記載してください。

３．【４．住戸のエネルギーの使用の効率性】の欄に用いる用語の意義は、第二面の注意４のと
おりとします。

４．この面は、他の制度の申請書の写しに必要事項を補うこと、複数の住戸に関する情報を集約
して記載すること等により記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えること
ができます。
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（第四面）
２．低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画

３．低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

［工事の着手の予定年月日］ 年 月 日

［工事の完了の予定年月日］ 年 月 日

（注意）
この面は、記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。

５．変更の概要
（本欄には記入しないでください。）

受 付 欄 認 定 番 号 欄 決 裁 欄

年 月 日 年 月 日

第 号 第 号

係員印 係員印

平
成

™
›
年

˜
™
月

š
日
月
曜
日
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様式第六（第四十三条関係）（日本工業規格Ａ列４番）
低炭素建築物新築等計画認定通知書

認 定 番 号 第 号
認 定 年 月 日 年 月 日

（※）確 認 番 号 第 号
確 認 年 月 日 年 月 日
建築主事の氏名

殿
所管行政庁 印

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第１項の規定により申請のあった低炭素建築物新築等計
画について、同法第54条第１項の規定に基づき認定しましたので通知します。
１．申請年月日
２．申請者の住所
３．認定に係る建築物の位置
（※）は法第54条第４項において準用する建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条第３項の規

定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。
様式第七（第四十五条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

低炭素建築物新築等計画変更認定申請書
年 月 日

所管行政庁 殿
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称 印
代表者の氏名

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第１項の規定により、低炭素建築物新築等計画の変更の
認定を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
１．低炭素建築物新築等計画の認定番号

第 号
２．低炭素建築物新築等計画の認定年月日

年 月 日
３．認定に係る建築物の位置
４．申請の対象とする範囲

î建築物全体
î住戸の部分のみ
î建築物全体及び住戸の部分

様式第八（第四十六条関係）（日本工業規格Ａ列４番）
低炭素建築物新築等計画変更認定通知書

認 定 番 号 第 号
認 定 年 月 日 年 月 日

（※）確 認 番 号 第 号
確 認 年 月 日 年 月 日
建築主事の氏名

殿
所管行政庁 印

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第１項の規定により申請のあった低炭素建築物新築等計
画の変更について、同条第２項において準用する同法第54条第１項の規定に基づき認定しましたので
通知します。
１．申請年月日
２．申請者の住所
３．当該変更認定を受ける前の低炭素建築物新築等計画の認定番号
４．認定に係る建築物の位置
（※）は法第55条第２項において準用する法第54条第４項において準用する建築基準法（昭和25年
法律第201号）第18条第３項の規定により所管行政庁が確認済証の交付を受けた場合に記入されます。

（注意）
１．申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２．申請者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）の記載を自署で行う場合には、押印を
省略することができます。

３．３欄には、認定に係る建築物の位置する地名地番及び認定に係る住戸の番号（共同住宅等又
は複合建築物において、住戸の部分に係る申請を行った場合に限ります。）を記載してくださ
い。

４．４欄には、一戸建ての住宅、非住宅建築物又は共同住宅等若しくは複合建築物の全体に係る
申請の場合には「建築物全体」に、共同住宅等又は複合建築物の住戸の部分のみに係る申請
の場合には「住戸の部分のみ」に、共同住宅等又は複合建築物の全体及び住戸の部分の両方
に係る申請の場合には「建築物全体及び住戸の部分」に、「B」マークを入れてください。
※「一戸建ての住宅」は「一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部
分を有しないもの」をいい、「共同住宅等」は「共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以
外の住宅」をいい、「非住宅建築物」は「住宅以外の用途のみに供する建築物」をいい、「複
合建築物」は「住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物」をいいます。
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